
■「草津市障害者計画（後期計画）」の進捗状況

　

　①訪問系、日中活動系サービスの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）３５ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

訪問系サービスの提供(居宅介護、
重度訪問介護、行動援護、同行援
護）

障害福祉課

介護が必要な人に対し、ヘルパーが訪問
し、入浴や排せつ、食事等の日常生活上の
支援を行いました。
・利用者数　居宅介護225人、重度訪問介
護12人、行動援護30人、同行援護24人

介護が必要な人に対し、ヘルパーが訪問し、入浴や排
せつ、食事等の日常生活上の支援を行いました。
・利用者数　居宅介護234人、重度訪問介護10人、
行動援護33人、同行援護23人

○

他のサービスの利用等により計画値に対する
実績値の低調な事業もありましたが、障害者
のニーズに対して必要な日常生活上の支援を
行うことができました。

短期入所の提供 障害福祉課

介護を行う人の疾病等の理由により短期間
の入所を必要とする人に対し、障害者支援
施設等において必要な介護等の支援を行い
ました。
・利用者数　99人

介護を行う人の疾病等の理由により短期間の入所を必
要とする人に対し、障害者支援施設等において必要な
介護等の支援を行いました。
・利用者数　１１４人

○
障害者のニーズに対して必要な日常生活上の
支援を行うことができました。

生活介護・療養介護の提供 障害福祉課

常に介護が必要な人に対し、施設や医療機
関において介護、看護、訓練等を行いまし
た。
・利用者数　生活介護181人、療養介護10
人

常に介護が必要な人に対し、施設や医療機関において
介護、看護、訓練等を行いました。
・利用者数　生活介護18５人、療養介護10人

○
利用者数は計画値を下回りましたが、障害者
のニーズに対して必要な日常生活上の支援を
行うことができました。

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
の提供

障害福祉課

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定の期間において必要な訓練を行い
ました。
・利用者数　自立訓練（機能訓練・生活訓
練）23人

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期
間において必要な訓練を行いました。
・利用者数　自立訓練（機能訓練・生活訓練）30人

○
利用者数は計画値を上回っており、障害者の
ニーズに対して必要な日常生活上の支援を行
うことができました。

重症心身障害者通所施設の整備促
進および運営の支援

障害福祉課

○重症心身障害者通所施設整備事業
平成31年度の開所に向けて、地元調整を進
めるとともに、事業用地の確保に努めまし
た。また、公募方法や補助内容などを検討
し、募集要項を作成しました。

○重症心身障害者通所施設運営補助金
医療的なケア等を要する重症心身障害者に
特化した人を受け入れている生活介護事業
所において、障害者総合支援法に定められ
た報酬以上の配慮に伴った費用に対し、湖
南４市で補助を行いました。
・本市利用者　7人（圏域29人）

○重症心身障害者通所施設整備事業
当初の公募で応募者がなく、開所時期は平成32年度
となりましたが、再公募により整備事業者が決定しま
した。

○重症心身障害者通所施設運営補助金
H29年度は、利用者の増加に伴い障害福祉サービス
事業の収入が安定したこと等の理由により、補助金申
請の取下げが行われたことから、湖南４市による補助
は行いませんでした。
・本市利用者　8人（圏域35人）

○

○重症心身障害者通所施設整備事業
開所時期は1年遅れとなりましたが、事業者
が決定したことにより、事業進捗を図ること
ができました。

○重症心身障害者通所施設運営補助金
H29年度の補助実績はありませんでしたが、
利用者に必要なサービスを確保することがで
きました。

重度障害者個別支援体制強化事業
の実施

障害福祉課

強度行動障害者の通所支援を行う生活介護
事業所へ特別加算費を支給することで、当
該事業所が適正な支援員の配置その他必要
な措置を講じるための支援を行い、強度行
動障害者の処遇改善を図りました。
・対象事業所数　6箇所
・対象者数　14人

強度行動障害者の通所支援を行う生活介護事業所へ特
別加算費を支給することで、当該事業所が適正な支援
員の配置その他必要な措置を講じるための支援を行
い、強度行動障害者の処遇改善を図りました。
・対象事業所数　6箇所
・対象者数　1２人

○
事業の実施により、強度行動障害者の処遇改
善が図れました。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野１：日常生活の基本を守る取り組みの充実

区分 Ｈ２9事業計画

継続

介護が必要な人に対し、ヘルパーが訪問
し、入浴や排せつ、食事等の日常生活上の
支援を行います。
・利用者数　居宅介護260人、重度訪問介
護13人、行動援護27人、同行援護19人

継続

○重症心身障害者通所施設整備事業
平成31年度の開所に向けて、公募により整
備事業者を決定し、施設の設計支援を行い
ます。

○重症心身障害者通所施設運営補助金
医療的なケア等を要する重症心身障害者に
特化した人を受け入れている生活介護事業
所において、障害者総合支援法に定められ
た報酬以上の配慮に伴った費用に対し、湖
南４市で補助を行います。
・本市利用者　8人（圏域35人）

継続

強度行動障害者の通所支援を行う生活介護
事業所へ特別加算費を支給することで、当
該事業所が適正な支援員の配置その他必要
な措置を講じるための支援を行い、強度行
動障害者の処遇改善を図ります。今後は、
県制度に合わせて事業を継続していきま
す。
・対象事業所数　6箇所
・対象者数　10人

継続

介護を行う人の疾病等の理由により短期間
の入所を必要とする人に対し、障害者支援
施設等において必要な介護等の支援を行い
ます。
・利用者数　114人

継続

常に介護が必要な人に対し、施設や医療機
関において介護、看護、訓練等を行いま
す。
・利用者数　生活介護186人、療養介護14
人

継続

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定の期間において必要な訓練を行い
ます。
・利用者数　自立訓練（機能訓練・生活訓
練）19人

資料２-２
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湖南福祉圏域のサービス調整会議
において必要な支援策を検討

障害福祉課

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　4回
　　　　　　　　　　　　全体会議　2回
【部会】
・進路部会　3回
・行動障害支援ネット　定例会議　6回
・重度障害者部会（２部構成）　1回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　2回
・就労アセスメント検討会　8回
・パンフレットプロジェクト 1回

湖南地域障害児・者サービス調整会議において、障害
者等への支援の体制の整備を図るため、湖南福祉圏域
内の関係機関が集まり、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　4回
　　　　　　　　　　　　全体会議　2回
【部会】
・進路部会　3回
・行動障害支援ネット　定例会議　6回
・重度障害者部会
　（日中活動の場検討チーム）　６回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　2回
・就労アセスメント検討会　３回

○

圏域の障害児・者に対する各種サービスの提
供について、総合的に調整し推進することが
できました。また、就労アセスメント検討会
においては、特別支援学校生に対する就労ア
セスメントのあり方や取組み方について検討
を行い、アセスメントシートの様式の共有化
を図りました。

　②居住系サービスの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）３６ページ

施設入所支援の提供 障害福祉課

介護が必要な人や通所が困難な人で、生活
介護や自立訓練等のサービスを利用してい
る人に対して、居住の場を提供し、夜間に
おける日常生活上の支援を行いました。
・利用者数　59人

介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護や自立
訓練等のサービスを利用している人に対して、居住の
場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行いま
した。
・利用者数　61人

○
利用者数は計画値を上回っており、障害者の
ニーズに対して必要な日常生活上の支援を行
うことができました。

共同生活援助（グループホーム）
の提供

障害福祉課

障害者に対し、地域の共同生活の場で入浴
や排せつ、食事の介護、日常生活上の相談
や援助などを行いました。
・利用者数　78人

障害者に対し、地域の共同生活の場で入浴や排せつ、
食事の介護、日常生活上の相談や援助などを行いまし
た。
・利用者数　87人

○
利用者数は計画値を下回りましたが、障害者
のニーズに対して必要な日常生活上の支援を
行うことができました。

重度障害者に対応した共同生活援
助（グループホーム）の整備促進

障害福祉課

湖南福祉圏域のサービス調整会議のプロ
ジェクト会議等において、重度障害者に対
応した共同生活援助（グループホーム）の
整備促進について検討しました。

湖南福祉圏域のサービス調整会議のプロジェクト会議
等において、重度障害者に対応した共同生活援助（グ
ループホーム）の整備促進について検討しました。

○
重度障害者に対応した共同生活援助（グルー
プホーム）の整備促進について、より一層の
検討を行うことができました。

湖南福祉圏域のサービス調整会議
において必要な支援策を検討（再
掲）

障害福祉課

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　4回
　　　　　　　　　　　　全体会議　2回
【部会】
・進路部会　3回
・行動障害支援ネット　定例会議　6回
・重度障害者部会（２部構成）　1回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　2回
・就労アセスメント検討会　8回
・パンフレットプロジェクト　1回

湖南地域障害児・者サービス調整会議において、障害
者等への支援の体制の整備を図るため、湖南福祉圏域
内の関係機関が集まり、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　4回
　　　　　　　　　　　　全体会議　2回
【部会】
・進路部会　3回
・行動障害支援ネット　定例会議　6回
・重度障害者部会
　（日中活動の場検討チーム）　６回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　2回
・就労アセスメント検討会　３回

○

圏域の障害児・者に対する各種サービスの提
供について、総合的に調整し推進することが
できました。また、就労アセスメント検討会
においては、特別支援学校生に対する就労ア
セスメントのあり方や取組み方について検討
を行い、アセスメントシートの様式の共有化
を図りました。

　③地域生活支援事業の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）３６ページ

移動支援事業の充実 障害福祉課

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行いました。
・実利用者数　201人
・延べ利用時間　17,579時間

屋外での移動に困難がある障害者等の地域での自立し
た生活および社会参加を促進するため、障害者等が外
出するときの移動支援を行いました。
・実利用者数　208人
・延べ利用時間　18,760時間

○
実利用者数、延べ利用時間ともに増加してお
り、利用者のニーズに合ったサービス提供を
行いました。

継続

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行います。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
【部会】
・進路部会　３回
・行動障害支援ネット　定例会議　５回
・住まいや暮らしの検討部会　数回
・重度障害者部会（重症心身障害者課題の
課題検討チーム会議、日中活動の場の検討
チーム会議）　数回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　２回
・就労アセスメント検討会　数回

継続

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行います。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
【部会】
・進路部会　３回
・行動障害支援ネット　定例会議　５回
・住まいや暮らしの検討部会　数回
・重度障害者部会（重症心身障害者課題の
課題検討チーム会議、日中活動の場の検討
チーム会議）　数回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　２回
・就労アセスメント検討会　数回

継続

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行います。
・実利用者数　294人
・延べ利用時間　14,708時間

継続

介護が必要な人や通所が困難な人で、生活
介護や自立訓練等のサービスを利用してい
る人に対して、居住の場を提供し、夜間に
おける日常生活上の支援を行います。
・利用者数　53人

継続

障害者に対し、地域の共同生活の場で入浴
や排せつ、食事の介護、日常生活上の相談
や援助などを行います。
・利用者数　109人

継続

湖南福祉圏域のサービス調整会議や湖南福
祉圏域4市において、重度障害者に対応した
共同生活援助（グループホーム）の整備促
進の方策について検討します。
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日常生活用具給付等事業の充実 障害福祉課

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害
の種類と程度に応じて、各種の日常生活用
具を給付しました。
・延べ給付件数　2,629件

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害の種類と程
度に応じて、各種の日常生活用具を給付しました。
・延べ給付件数　2,663件

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

デイサービス（地域活動支援セン
ター）の機能強化

障害福祉課

指定管理先である障害者福祉センターにお
いて在宅の障害者を対象に、自宅等での入
浴が困難な方に入浴サービスを実施すると
ともに、心身機能の維持や社会的孤立感の
解消を図るため、文化的・創作的活動や機
能訓練等を提供しました。
・利用延人数　2,578人

指定管理先である障害者福祉センターにおいて在宅の
障害者を対象に、自宅等での入浴が困難な方に入浴
サービスを実施するとともに、心身機能の維持や社会
的孤立感の解消を図るため、文化的・創作的活動や機
能訓練等を提供しました。
・利用延人数　2,637人

○
利用者数が増加しており、利用者のニーズに
合ったサービスの提供が行えました。

日中一時支援事業の拡充 障害福祉課

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ました。医療的ケアに対応できる事業所も
継続して２箇所確保しています。
・延べ利用回数　8,132回

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むため
に、障害者の日中における活動の場を確保し、障害者
の家族の就労支援および一時的な休息を図るための支
援を行いました。
医療的ケアに対応できる事業所も継続して２箇所確保
しています。
・延べ利用回数　8,290回

〇

延べ利用回数は計画値を下回りましたが、障
害児の利用者が放課後デイサービスの利用に
移ったことが要因であり、一時的な預かりを
必要とする障害児者に対しては適切にサービ
スの提供が行えました。

　④発達支援センターの取り組みの推進 ※草津市障害者計画（後期計画）３６ページ

乳幼児期から成人期までのライフ
ステージ等を踏まえたチームアプ
ローチによる包括支援と継続的な
フォローアップ

発達支援セン
ター

関係機関と連携しながら、乳幼児期から成
人期までの相談支援に取り組みました。
・年間相談者数　1,187人

関係機関と連携しながら、乳幼児期から成人期までの
相談支援に取り組みました。
・年間相談者数　1,122人

〇
関係機関と連携しながら、乳幼児期から成人
期にかけて切れ目のない相談支援に取り組み
ました。

児童発達支援センター「湖の子
園」の充実

発達支援セン
ター

家族支援や、子どもたちの発達段階に応じ
た丁寧な療育を実施しました。
・利用者数　58人

子どもの発達段階に応じて丁寧な療育を実施するとと
もに保護者支援を行いました。
・利用人数　58人

〇
早期からの療育を実施するとともに、保護者
プログラムの充実を図り、安心して子育てが
できるように取り組みました。

５歳相談の実施
発達支援セン
ター

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援しました。
・年間相談者数　52人

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの保護者に
対して、相談に応じ、スムーズな就学への移行を支援
しました。
・年間相談者数　48人

〇
5歳相談を通して個別支援計画を作成し、希
望者には学校へ引継ぎを行いました。

相談支援ファイルによる支援
発達支援セン
ター

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促します。
・年間配布数　27冊

ライフステージにわたって継続的な支援を受け、安心
して生活を送れるように活用を促しました。
年間配布数　69冊

〇
効果的な活用に向けて、保護者団体と連携
し、記入方法等の説明会を実施しました。

放課後等デイサービス
発達支援セン
ター

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めました。
・利用者数　189人

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過ごす中で生
活能力の向上や社会との交流を進めるために放課後等
デイサービスの推進に努めました。
・利用者数　221人

〇

制度や事業所のサービス内容について、市民
を対象に説明会を実施し、周知を図りまし
た。また、学校関係者に対して制度の説明を
行い、教育との連携を進めました。

　⑤障害福祉サービス等の適正な運営 ※草津市障害者計画（後期計画）３８ページ

障害福祉課
難病患者に対し、障害福祉サービス（訪問
系サービスや補装具支給等）を提供するこ
とで、在宅療養生活の支援を行いました。

難病患者に対し、障害福祉サービス（訪問系サービス
や補装具支給等）を提供することで、在宅療養生活の
支援を行いました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害
の種類と程度に応じて、各種の日常生活用
具を給付します。
・延べ給付件数　3,287件

継続
家族支援や、子どもたちの発達段階に応じ
た丁寧な療育を実施します。
・利用人数　60人

継続

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援します。
・年間相談者数　47人

継続

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促します。
・年間配布数　27冊

継続

指定管理先である障害者福祉センターにお
いて在宅の障害者を対象に、自宅等での入
浴が困難な方に入浴サービスを実施すると
ともに、心身機能の維持や社会的孤立感の
解消を図るため、文化的・創作的活動や機
能訓練等を提供します。

継続

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ます。なお、引き続き医療的ケアに対応で
きる事業所の確保に努めます。
・延べ利用回数　10,965回

継続
関係機関と連携しながら、乳幼児期から成
人期までの相談支援に取り組みます。
・年間相談者数　1,173人

継続

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めます。
・利用者数　188人

継続

難病患者等の在宅療養生活の支援

難病患者に対し、障害福祉サービス（訪問
系サービスや補装具支給等）を提供するこ
とで、在宅療養生活の支援を行います。
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健康増進課

難病や精神疾患を抱える人の相談を随時対
応しました。
相談件数
訪問：108件（実）531件（延）
面接：100件（実）269件（延）
電話：568（延）

難病や精神疾患を抱える人の相談を随時対応しまし
た。
相談件数
訪問：122件（実）436件（延）
面接：80件（実）195件（延）
電話：522（延）

○
関係機関と連携を図りながら支援の方向性や
役割を明らかにし、支援することができまし
た。

新制度への適切な対応 障害福祉課

障害者総合支援法の改正やマイナンバー制
度への対応など、制度の転換に合わせてシ
ステム改修を行うなど、適正な運営を進め
ました。

障害者総合支援法の改正やマイナンバー制度への対応
など、制度の転換にあわせてシステム改修を行うな
ど、適切な運用を進めました。

〇

障害者総合支援法の改正やマイナンバー制度
への対応など、制度の転換にあわせてシステ
ム改修を行うなど、適切な運用を進めるよう
努めました。

認定審査会の機能向上 障害福祉課
審査会委員への制度の説明、研修等を行い
適正に審査できるように努めました。
・審査件数　223件

審査会委員への制度の説明、研修等を行い適正に審査
できるように努めました。
・審査件数　176件

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

人材の確保・養成および職業定着
の支援

障害福祉課

精神障害者に対して、社会復帰の促進およ
び社会経済活動への参加を図るため、就労
体験、職場実習、作業訓練等の場を提供し
ました。

精神障害者に対して、社会復帰の促進および社会経済
活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業
訓練等の場を提供しました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

自立支援協議会や湖南地域障害
児・者サービス調整会議の開催

障害福祉課

○自立支援協議会
市内に居住する障害児（者）が、住み慣れ
た地域で安心して自立した社会生活を営む
ことができるように関係機関が集まり、課
題の抽出や情報の共有等を行いました。
・開催数　会議　３回、研修会　１回
○湖南地域障害児・者サービス調整会議に
おいて、障害者等への支援の体制の整備を
図るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集
まり、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　4回
　　　　　　　　　　　　全体会議　2回
【部会】
・進路部会　3回
・行動障害支援ネット　定例会議　6回
・重度障害者部会（２部構成）　1回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　2回
・就労アセスメント検討会　8回
・パンフレットプロジェクト　1回

○自立支援協議会
市内に居住する障害児（者）が、住み慣れた地域で安
心して自立した社会生活を営むことができるように関
係機関が集まり、課題の抽出や情報の共有等を行いま
した。
（開催数）
・全体会　１回、定例会　３回、研修会　１回
【部会】
・就労アセスメント検討部会　３回
・相談支援事業所連絡会　２回
・発達支援部会　１回

○湖南地域障害児・者サービス調整会議において、障
害者等への支援の体制の整備を図るため、湖南福祉圏
域内の関係機関が集まり、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　4回
　　　　　　　　　　　　全体会議　2回
【部会】
・進路部会　3回
・行動障害支援ネット　定例会議　6回
・重度障害者部会
　（日中活動の場検討チーム）　６回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　2回
・就労アセスメント検討会　３回

○

○自立支援協議会については、意見交換を行
うなかで、今後より活発な議論を進めるた
め、H29年度から部会を設置し、事例検討や
情報共有を行いました。

○湖南地域障害児・者サービス調整会議につ
いては、圏域の障害児・者に対する各種サー
ビスの提供について、総合的に調整し推進す
ることができました。また、就労アセスメン
ト検討会においては、特別支援学校生に対す
る就労アセスメントのあり方や取組み方つい
て検討を行い、アセスメントシートの様式の
共有化を図りました。

ケアカンファレンスの定期開催と
情報交流の充実

障害福祉課
個々のケース毎に関係機関とも連携を図り
ながら、情報交流の充実等に努めました。

個々のケース毎に関係機関とも連携を図りながら、情
報交流の充実等に努めました。

○
個々のケース毎に関係機関とも連携を図りな
がら、情報交流の充実等に努めました。

障害福祉サービス事業量の計画的
な確保（障害福祉計画の策定）

障害福祉課
「第４期草津市障害福祉計画」の進捗状況
の確認等を行いました。

「第4期草津市障害福祉計画～数値目標計画～」の進
捗状況の確認等を行いました。また、「第５期草津市
障害福祉計画・第１期草津市障害児福祉計画」の策定
を行いました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

障害者総合支援法の改正やマイナンバー制
度への対応など、制度の転換に合わせてシ
ステム改修を行うなど、適正な運営を進め
ます。

継続
審査会委員への制度の説明、研修等を行い
適正に審査できるように努めます。
・審査件数　159件

継続

精神障害者に対して、社会復帰の促進およ
び社会経済活動への参加を図るため、就労
体験、職場実習、作業訓練等の場を提供し
ます。

難病患者等の在宅療養生活の支援

継続 相談に応じて随時対応します。

継続

○自立支援協議会
市内に居住する障害児（者）が、住み慣れ
た地域で安心して自立した社会生活を営む
ことができるように関係機関が集まり、課
題の抽出や情報の共有等を行います。
（開催数）
・全体会・定例会　４回、研修会　１回
・部会　数回
○湖南地域障害児・者サービス調整会議に
おいて、障害者等への支援の体制の整備を
図るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集
まり、協議や調整を行います。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
【部会】
・進路部会　３回
・行動障害支援ネット　定例会議　５回
・住まいや暮らしの検討部会　数回
・重度障害者部会（重症心身障害者課題の
課題検討チーム会議、日中活動の場の検討
チーム会議）　数回
【プロジェクト】
・進路部会作業部会　２回
・就労アセスメント検討会　数回

継続
個々のケース毎に関係機関とも連携を図り
ながら、情報交流の充実等に努めます。

継続

「第4期草津市障害福祉計画～数値目標計画
～」の進捗状況の確認等を行います。ま
た、「第５期草津市障害福祉計画～数値目
標計画～」の策定を行います。
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手帳交付時や障害者福祉センター
における障害福祉サービス等の情
報提供

障害福祉課

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明しました。
障害者福祉センターにおいては有資格の相
談員を中心に福祉サービスの情報提供を行
いました。

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまとめた冊子を
用いながら個々人に合わせて利用できる福祉制度につ
いて説明しました。障害者福祉センターにおいては有
資格の相談員を中心に福祉サービスの情報提供を行い
ました。

○
福祉制度の説明や福祉サービスの情報提供を
行いました。

　⑥家族等への支援 ※草津市障害者計画（後期計画）３８ページ

障害や介助についての知識や技術
の学習支援

障害福祉課
市職員が講師として障害者やその家族で構
成している団体等の学習会に参加し、支援
を行いました。

市職員が講師として障害者やその家族で構成している
団体等に対し、福祉制度を含めた障害の知識の学習会
に参加する等の支援を行いました。

○
障害者やその家族で構成している団体等の学
習会に参加し、福祉制度を含めた障害の知識
の学習支援を行いました。

家族等ネットワークの育成・支援 障害福祉課

障害者の家族会に対し、団体補助金として
活動費を補助することで、団体の活動を支
援しました。
・補助団体　2箇所

障害者の家族会に対し、団体補助金として活動費を補
助することで、団体の活動を支援しました。
・補助団体　2箇所

○
障害者やその家族で構成している団体等の活
動に対して補助を行うことで、家族等ネット
ワークの育成・支援を行いました。

短期入所など介護疲れからのリフ
レッシュ支援

障害福祉課

介護疲れからのリフレッシュ等も含め短期
間の入所を必要とする人に対し、障害者支
援施設等において必要な介護等の支援を行
いました。
・利用者数　99人

介護疲れからのリフレッシュ等も含め短期間の入所を
必要とする人に対し、障害者支援施設等において必要
な介護等の支援を行いました。
・利用者数　114人

○
障害者のニーズに対して必要な日常生活上の
支援を行うことができました。

ファミリー・サポート・センター
利用助成

子育て相談セン
ター
（旧：子ども子
育て推進課）

障害児が利用する際に、依頼会員への利用
料の助成と、提供会員への報酬の助成を行
い、障害児がおられる家庭の負担の軽減を
図るとともに、地域の子育て支援の充実を
図りました。
・決算額　4,376千円

障害児が利用する際に、依頼会員への利用料の助成
と、提供会員への報酬の助成を行い、障害児がおられ
る家庭の負担の軽減を図るとともに、地域の子育て支
援の充実を図りました。
・決算額　4,460千円

〇

障害児がおられる家庭からの依頼会員の登録
が少なかったものの、依頼会員、提供会員の
それぞれへの助成を行うことで、負担の軽減
につながりました。

孤立化防止対策事業 障害福祉課

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、障害者世帯の調査を行
うとともに、支援者間の情報共有や見守
り、訪問活動の促進を図りました。事業を
障害者団体に委託して実施しました。
・実施数　1事業（訪問19件）

高齢者と障害者で構成される世帯など、特に支援が必
要と思われる世帯が地域で安心して暮らせるよう、障
害者世帯の調査を行うとともに、孤立化防止のための
訪問活動、学習活動を実施しました。また、障害者の
家族会や民生委員など各種団体で構成する孤立化防止
検討会を組織し、幅広い方に関心を持ってもらえるよ
う働きかけました。
・実施数　1事業（訪問13件）

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明します。障
害者福祉センターにおいては有資格の相談
員を中心に福祉サービスの情報提供を行い
ます。

継続

市職員や障害者福祉センター相談員が障害
者やその家族で構成している団体等に対
し、福祉制度を含めた障害の知識の学習会
に参加する等の支援を行います。

継続

障害者の家族会に対し、団体補助金として
活動費を補助することで、団体の活動を支
援します。
・補助団体　2箇所

継続

介護疲れからのリフレッシュ等も含め短期
間の入所を必要とする人に対し、障害者支
援施設等において必要な介護等の支援を行
います。
・利用者数　114人

継続

障害児が利用する際に、依頼会員への利用
料の助成と、提供会員への報酬の助成を行
い、障害児がおられる家庭の負担の軽減を
図るとともに、地域の子育て支援の充実を
図ります。
・予算額　4,538千円

継続

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、支援者間の情報共有や
見守り、訪問活動の促進を図るとともに、
障害者団体に委託し、障害者世帯の調査や
養護者等のサロンを実施します。
・実施数　1事業
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　⑦基本的な生活に係る経済的支援 ※草津市障害者計画（後期計画）３８ページ

保険年金課

○障害基礎年金の受給に関する相談を実施
しました。
・窓口相談　延べ  164件
・電話相談　延べ　 50件

○障害基礎年金の裁定請求書や、受給者の
現況届、所得状況届等、受給に必要な書類
を受付し、日本年金機構へ進達しました。

○障害基礎年金の受給に関する相談を実施しました。
・窓口相談　延べ  ９９件
・電話相談　延べ  ３５件

○障害基礎年金の裁定請求書や、受給者の現況届、所
得状況届等、受給に必要な書類を受付し、日本年金機
構へ進達しました。

○

障害福祉課と協力し障害者手帳と障害年金に
ついての告知を相互に行うなどの工夫を行い
ました。

障害福祉課

○精神障害者の交通費補助金の支給
障害福祉サービス事業所等に公共交通機関
を利用して通所する際の交通費について一
部補助をすることで、精神障害者の自立、
社会参加および社会復帰を促進しました。

○障害児福祉手当および特別障害者手当の
支給
在宅の重度障害児者に対して手当を支給す
ることで、対象者の福祉の増進を図りまし
た。

○精神障害者の交通費補助金の支給
障害福祉サービス事業所等に公共交通機関を利用して
通所する際の交通費について一部補助をすることで、
精神障害者の自立、社会参加および社会復帰を促進し
ました。

○障害児福祉手当および特別障害者手当の支給
在宅の重度障害児者に対して手当を支給することで、
対象者の福祉の増進を図りました。

○

○精神障害者の交通費補助金の支給
障害福祉サービス事業所等に公共交通機関を
利用して通所する際の交通費について一部補
助をすることで、精神障害者の自立、社会参
加および社会復帰を促進しました。

○在宅の重度障害児者に対して手当を支給す
ることで、対象者の福祉の増進を図りまし
た。

子ども家庭課

○児童扶養手当の支給
心身におおむね中度以上の障害がある１８
歳以上20歳未満までの児童を養育するひと
り親家庭の親等、18歳未満の児童を養育
し、父または母が身体などに重度の障害が
ある家庭の親に、児童扶養手当を支給しま
した。
・手当金額（月額）
　全部支給　42,330円
　一部支給　42,320～9,990円
・受給者数
　4名（H29.3現在）

○特別児童扶養手当の支給
20歳未満の精神または身体に中程度以上の
障害のある児童を養育する人に対して、受
給資格の認定事務を行いました。
・手当金額（月額）
　１級　51,500円
　２級　34,300円
・認定人数
　252人（H29.3現在）

○児童扶養手当の支給
心身におおむね中度以上の障害がある１８歳以上20
歳未満までの児童を養育するひとり親家庭の親等、
18歳未満の児童を養育し、父または母が身体などに
重度の障害がある家庭の親に、児童扶養手当を支給し
ました。
・手当金額(月額)
　全部支給　42,290円
　一部支給　42,280～9,980円
・受給者数
　4名（H30.3現在）

○特別児童扶養手当の支給
20歳未満の精神または身体に中程度以上の障害のあ
る児童を養育する人に対して、受給資格の認定事務を
行いました。
・手当金額（月額）
　１級　51,450円
　２級　34,270円
・認定人数
　250人（H30.3現在）

○

○児童扶養手当の支給
　受給資格の認定に際し、適切に受理・審査
することで、対象家庭の経済的負担を軽減し
ました。

○特別児童扶養手当の支給
　受給資格の認定に際し、適切に受理・審査
することで、対象児童の福祉の増進を図るこ
とができました。

手帳交付時や障害者福祉センター
における障害福祉サービス等の情
報提供（再掲）

障害福祉課

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明しました。
障害者福祉センターにおいては有資格の相
談員を中心に福祉サービスの情報提供を行
いました。

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまとめた冊子を
用いながら個々人に合わせて利用できる福祉制度につ
いて説明しました。障害者福祉センターにおいては有
資格の相談員を中心に福祉サービスの情報提供を行い
ました。

○
福祉制度の説明や福祉サービスの情報提供を
行いました。

継続

年金、諸手当給付、交通費助成等

○障害基礎年金の受給に関する相談を実施
するとともに、より効果的な告知方法と適
切な相談に努めます。

○障害基礎年金の裁定請求書や、受給者の
現況届、所得状況届等、受給に必要な書類
を受付し、日本年金機構へ進達します。

継続

○精神障害者の交通費補助金の支給
障害福祉サービス事業所等に公共交通機関
を利用して通所する際の交通費について一
部補助をすることで、精神障害者の自立、
社会参加および社会復帰を促進します。

○障害児福祉手当および特別障害者手当の
支給
在宅の重度障害児者に対して手当を支給す
ることで、対象者の福祉の増進を図りま
す。

継続

○児童扶養手当の支給
心身におおむね中度以上の障害がある18歳
以上20歳未満までの児童を養育するひとり
親家庭の親等、18歳未満の児童を養育し、
父または母が身体などに重度の障害がある
家庭の親に、児童扶養手当を支給します。
・手当金額(月額)
　全部支給　42,290円
　一部支給　42,280～9,980円

○特別児童扶養手当の支給
20歳未満の精神または身体に中程度以上の
障害のある児童を養育する人に対して、受
給資格の認定事務を行います。
・手当金額(月額)
　１級　51,450円
　２級　34,270円

継続

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明します。障
害者福祉センターにおいては有資格の相談
員を中心に福祉サービスの情報提供を行い
ます。
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　①疾患の予防と早期発見・早期対応 ※草津市障害者計画（後期計画）４０ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9業実績 評価 評価理由

妊娠・出産・子育ての総合相談支
援の実施

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

妊娠・出産・子育てに関する総合相談を行
い、子どもの発達について養育者から相談
がある場合には、発達相談や関係機関への
連携を行いました。

妊娠・出産・子育てに関する総合相談を行い、子ども
の発達について養育者から相談がある場合には、発達
相談や関係機関への連携を行いました。
・延べ実績人数　１８１人

○

子どもの発達についての相談があった場合
に、育児や関わり方等についての助言等を行
うとともに、必要な方は発達相談につなぐこ
とができました。

母子健康手帳発行時、すこやか手
帳交付時などにおける情報提供

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

○母子健康手帳交付時に、母親の体調を確
認し、全妊婦に対し相談を行うとともに、
必要時には訪問等で個別対応を行いまし
た。
・母子健康手帳交付数　1,253件

○すこやか手帳交付時に、乳幼児の疾患の
早期発見・早期対応ができるよう、小児救
急電話相談等の説明を行いました。また産
後サポート事業(電話相談）の説明を行い、
産後の母親の体調や養育状況に応じた対応
につなげることができるよう努めました。

〇母子健康手帳交付時に、母親の体調を確認し、全妊
婦に対し相談を行うとともに、必要時には訪問等によ
る個別対応につなげました。
・母子健康手帳交付数　1,302件

○すこやか手帳交付時に、乳幼児の疾患の早期発見・
早期対応ができるよう、小児救急電話相談等の説明を
行いました。また産後サポート事業(電話相談）の説
明を行い、産後の母親の体調や養育状況に応じた対応
につなげることができるよう努めました。

〇

〇母子健康手帳交付時に、全妊婦に相談を行
い、必要な方には個別対応につなげることが
できました。

○すこやか手帳交付時全数に、小児救急電話
相談等や産後サポート事業(電話相談）につ
いて記載した啓発物を配布し説明しました。

禁煙・禁酒指導など、出産に臨む
母体の健康づくり支援

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

母子健康手帳交付時にアンケートを行い、
喫煙・飲酒をしている場合には、そのリス
クについての啓発を行いました。

母子健康手帳交付時にアンケートを行い、喫煙・飲酒
をしている場合には、そのリスクについての啓発を行
いました。

○
母子健康手帳交付時のアンケートにより、必
要な対象者に啓発ができました。

母子への健診の実施

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

○妊婦健康診査
妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽
減を図り、安心して妊娠・出産ができるよ
うに、母子健康手帳交付時に、母子健康手
帳別冊の交付を行いました。
・受診延人数　14,931人

○乳幼児健診
子どもの健全な育成と障害の早期発見のた
め、乳幼児健診（4か月・10か月・1歳6か
月・2歳6か月・3歳6か月健診）を行いま
した。
（健診回数と受診率）
・4か月健診（個別）　　　    99.1％
・10か月健診（36回）　　　97.7％
・1歳6か月健診（36回）　　98.4％
・2歳6か月健診（36回）　　97.5％
・3歳6か月健診（36回）　　95.1％

○妊婦健康診査
妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、
安心して妊娠・出産ができるように、母子健康手帳交
付時に、母子健康手帳別冊の交付を行いました。
・受診延人数　15,078人

○乳幼児健診
子どもの健全な育成と障害の早期発見のため、乳幼児
健診（4か月・10か月・1歳6か月・2歳6か月・3歳
6か月健診）を行いました。
（健診回数と受診率）
・4か月健診（個別）　　　    97.5％
・10か月健診（36回）　　　98.6％
・1歳6か月健診（36回）　　97％
・2歳6か月健診（36回）　　97.7％
・3歳6か月健診（36回）　　93.4％

○

〇妊婦健康診査
計画通り、事業を実施することができまし
た。

○乳幼児健診
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

妊娠・出産・子育てに関する総合相談を行
い、子どもの発達について養育者から相談
がある場合には、発達相談や関係機関への
連携を行います。

継続

○母子健康手帳交付時に、母親の体調を確
認し、全妊婦に対し相談を行うとともに、
必要時には訪問等による個別対応につなげ
ます。

○すこやか手帳交付時に、乳幼児の疾患の
早期発見・早期対応ができるよう、小児救
急電話相談等の説明を行います。また産後
サポート事業(電話相談）の説明を行い、産
後の母親の体調や養育状況に応じた対応に
つなげることができるよう努めます。

継続
母子健康手帳交付時に喫煙・飲酒をしてい
る場合には、そのリスクについての啓発を
行います。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野２：健やかに生きるための取り組みの充実

区分 Ｈ２9事業計画

継続

○妊婦健康診査
妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽
減を図り、安心して妊娠・出産ができるよ
うに、母子健康手帳交付時に、母子健康手
帳別冊の交付を行います。助成額について
拡充を検討します。

○乳幼児健診
子どもの健全な育成と障害の早期発見のた
め、乳幼児健診（4か月・10か月・1歳6か
月・2歳6か月・3歳6か月健診）を行いま
す。
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障害福祉課

草津・栗東・守山・野洲歯科医師会と湖南
地域障害者通所施設歯科保健連絡会事務局
が主体となり、滋賀県歯科衛生士会、草津
市、守山市、栗東市、野洲市、および南部
健康福祉事務所との協働により、障害者に
対して歯科健診・保健指導を行いました。

草津・栗東・守山・野洲歯科医師会と湖南地域障害者
通所施設歯科保健連絡会事務局が主体となり、滋賀県
歯科衛生士会、草津市、守山市、栗東市、野洲市、お
よび南部健康福祉事務所との協働により、障害者に対
して歯科健診・保健指導を行いました。

〇
各関係機関の協働により、障害者に対して歯
科検診・保健指導を行い健康な歯づくりに取
り組むことができました。

健康増進課

２施設で歯科保健指導を実施しました。
・参加人数
ワークパートナーきらら穴村　17人
スマイルくさつ　20人

２施設で歯科保健指導を実施しました。
・参加人数
ワークパートナーきらら北山田　２４人
フリータイム　５人

◯
障害者（児）歯科保健医療推進事業の実施に
沿い、歯科健診を実施することができまし
た。

障害福祉課

障害者手帳の申請について、家族や関係機
関から相談を受けた後、速やかに手続きの
案内を行い、必要な福祉サービス等が遅延
なく受けられるよう支援しました。

障害者手帳の申請について、家族や関係機関から相談
を受けた後、速やかに手続きの案内を行い、必要な福
祉サービス等が遅延なく受けられるよう支援しまし
た。

〇
計画通り、事業を実施することができまし
た。

発達支援セン
ター

発達に支援が必要な方に対して、早期から
の療育、相談支援に取り組みました。
・湖の子園　58人
・巡回相談 107人
・5歳相談　 52人

発達に支援が必要な方に対して、早期からの療育、相
談支援に取り組みました。
・湖の子園　58人
・巡回相談　98人
・5歳相談　 48人

〇
在宅児や保育所、幼稚園等に在籍している児
童に対して、療育や相談支援を実施し、早期
支援に努めました。

乳幼児発達相談指導の充実

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

心理判定員による発達相談を行い、必要時
には関係機関への連携を実施しました。
・延べ相談回数　284回

心理判定員による発達相談を行い、必要時には関係機
関への連携を実施しました。
・延べ相談回数　２27回

○
健診とは別の時間を設け、発達状況の確認や
保護者の相談に対応する形式としており、相
談指導を充実させることができました。

養育者等に対する相談支援

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

障害のある養育者に、親子の健康や育児に
関する相談支援を実施しました。

障害のある養育者に、親子の健康や育児に関する相談
支援を実施しました。

○
関係機関と連携を図りながら支援の方向性や
役割を明らかにし、支援することができまし
た。

早期発達支援・療育へのつなぎ
発達支援セン
ター

「経過観察グループ」として、乳幼児健診
等で発見された発達支援を必要とする子ど
もと保護者に対して、遊びを通して言葉や
人との関わりについて発達支援を行い、療
育や保育所・幼稚園につないでいきまし
た。
・年間参加人数　68人

「経過観察グループ」として、乳幼児健診等で発見さ
れた発達支援を必要とする子どもと保護者に対して、
遊びを通して言葉や人との関わりについて発達支援を
行い、療育や保育所・幼稚園につなげていきました。
・年間参加人数　76人

〇

乳幼児健診後のフォローアップとしてグルー
プを運営し、子どもの発達状況や保護者の
ニーズに応じて療育や保育所等に支援につな
ぐことができました。

　②精神疾患の予防と早期対応 ※草津市障害者計画（後期計画）４０ページ

妊娠・出産・子育ての総合相談支
援の実施

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

母子手帳交付時や総合相談において、妊婦
や産婦のメンタルヘルスに関する啓発や体
調の把握等を行うとともに、支援が必要な
場合は個別対応などの早期の支援につなげ
ました。

母子手帳交付時や総合相談において、妊婦や産婦のメ
ンタルヘルスに関する啓発や体調の把握等を行うとと
もに、支援が必要な場合は個別対応などの早期の支援
につなげました。
・延べ実績人数　２，３５９人

○
妊婦や産婦の状況を把握し、必要な場合に関
係機関と連携し個別対応などの支援につなげ
ることができました。

学校保健、産業保健における連携
の強化

健康増進課

勤務者の自殺予防のため、草津商工会議所
会員および企業同和推進協議会構成企業に
相談窓口リーフレットを配布しました。
学校教育課等と連携し、学校における自殺
対策について情報交換を行うとともに、自
殺未遂者への個別支援を実施した。

勤務者の自殺予防のため、草津商工会議所会員および
企業同和推進協議会構成企業に相談窓口リーフレット
を配布しました。
学校教育課等と連携し、学校における自殺対策につい
て情報交換を行うとともに、自殺未遂者への個別支援
を実施しました。

○

商工会議所会員等に対する啓発を行ったこと
は、今後の連携においても有意義であったと
考えています。
学校保健においても、個別支援を通して連携
を深めることができました。

継続

身体障害・知的障害・精神障害・
発達障害等のそれぞれの状況に応
じた早期対応

障害者手帳の申請について、家族や関係機
関から相談を受けた後、速やかに手続きの
案内を行い、必要な福祉サービス等が遅延
なく受けられるよう支援します。

継続

発達に支援が必要な方に対して、早期から
の療育、相談支援に取り組みます。
・湖の子園　60人
・巡回相談 107人
・5歳相談　 47人

継続
心理判定員による発達相談を行い、必要時
には関係機関への連携を実施します。
・相談状況　随時

継続

湖南地域障害者通所施設歯科保健
連絡会の活動促進

草津・栗東・守山・野洲歯科医師会と湖南
地域障害者通所施設歯科保健連絡会事務局
が主体となり、滋賀県歯科衛生士会、草津
市、守山市、栗東市、野洲市、および南部
健康福祉事務所との協働により、障害者に
対して歯科健診・保健指導を行います。

継続
集団歯科保健指導は既存のコラボにこにこ
障害者歯科保健事業として実施していきま
す。

継続

勤務者の自殺予防のため、草津商工会議所
会員に相談窓口リーフレットを配布すると
ともに、企業訪問時に配布します。
また、草津商工会議所会員への心の健康や
自殺予防に関する研修会の開催を依頼しま
す。
学校教育課等と連携し、学校における自殺
対策について情報交換と必要時個別支援を
行います。

継続 相談に応じて随時対応します。

継続

「経過観察グループ」として、乳幼児健診
等で発見された発達支援を必要とする子ど
もと保護者に対して、遊びを通して言葉や
人との関わりについて発達支援を行い、療
育や保育所・幼稚園につなげていきます。
・年間参加人数　68人

継続

母子手帳交付時や総合相談において、妊婦
や産婦のメンタルヘルスに関する啓発や体
調の把握等を行うとともに、支援が必要な
場合は個別対応などの早期の支援につなげ
ます。
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高齢期の認知症・うつ病について
の知識普及

長寿いきがい課
（旧：長寿福祉
課）

○認知症関係
・認知症サポーター養成講座の開催（出前
講座）
　Ｈ2８年度　５３回　１,８５５人養成
　金融機関（銀行や郵便局）や子ども（の
びっこや中学校、大学）へのサポーター養
成講座を実施しました。
・認知症市民講座の開催　　８７人参加
・冊子「高齢者をささえるしくみ」で認知
症の理解、相談窓口の紹介

○うつ関係
・「高齢者をささえるしくみ」で高齢期の
うつの特徴等を説明

○認知症関係
・認知症サポーター養成講座の開催（出前講座）
　Ｈ29年度　37回　１,337人養成
　町内会やサロン等に加え、企業（事業所）や子ども
（のびっこや中学校、大学）へのサポーター養成講座
を実施しました。
・認知症市民講座の開催　　38人参加
・冊子「高齢者をささえるしくみ」で認知症の理解、
相談窓口の紹介

○うつ関係
・「高齢者をささえるしくみ」で高齢期のうつの特徴
等を説明

○

認知症サポーターをはじめ、様々な機会を通
じた認知症やうつの啓発を行うことができま
した。
更なる理解の普及を図るため、子どもや企業
等の幅広い対象への啓発を行う必要がありま
す。

精神科・心療内科等の気軽な受診
の勧奨

健康増進課

心の健康に関する相談を受け、必要時には
受診勧奨を行いました。
広報くさつ「こんにちは保健師」・特集号
で精神疾患や自殺対策に関連する記事を掲
載するとともに、症状や悩みがある場合の
受診勧奨、相談窓口への相談を促しまし
た。
自殺対策として、相談窓口リーフレットを
作成し、相談窓口の案内とともに、こころ
の健康のチェックリストと必要時専門機関
に相談することを促す内容を掲載しまし
た。

心の健康に関する相談を受け、必要時には受診勧奨を
行いました。
広報くさつ「こんにちは保健師」・特集号で精神疾患
や自殺対策に関連する記事を掲載するとともに、症状
や悩みがある場合の受診勧奨、相談窓口への相談を促
しました。
自殺対策として、相談窓口リーフレットを作成し、相
談窓口の案内とともに、こころの健康のチェックリス
トと必要時専門機関に相談することを促す内容を掲載
しました。
・相談件数（延べ）
　　訪問　437人
　　面接　195人
　　電話　523人

○

相談をうけ、必要時受診につなげると同時
に、継続した啓発を行い、相談窓口について
広く市民に周知しました。
正しい情報を発信し続け、適切な相談支援を
行うことで、早期受診につながると考えてい
ます。

学校教育課

○滋賀県スクールカウンセラー等活用事業
不登校および集団不適応等の学校生活上の
悩みや不安に対して、スクールカウンセ
ラーによる教育相談を行いました。
・相談件数　764件

○滋賀県スクールカウンセラー等活用事業
不登校および集団不適応等の学校生活上の悩みや不安
に対して、スクールカウンセラーによる教育相談を行
いました。
・相談件数　６７４件

◎

スクールカウンセラー等活用事業の生徒・保
護者の認知度が高まり、必要に応じて適切な
活用がなされており、子ども・保護者の心身
の安定につながっています。また、スクール
カウンセラーと教職員との連携もスムーズに
行われ、相談後の指導・支援に活かすことが
できました。

教育研究所

○教育相談
不登校および不登校傾向がある幼児児童生
徒やその保護者の悩みや不安に対して電話
で相談を受け、必要に応じて来室相談を行
いました。
・電話相談　227件
・来室相談　394件

○適応指導教室「やまびこ」
心身の不調による不登校及びその傾向があ
り通級可能な市内の小中学生を対象に、小
集団での活動体験を通して協調性や集団で
過ごせる力をつけるため、支援を行いまし
た。
・学校復帰率　11人／14人⇒78％

○教育相談
不登校および不登校傾向がある幼児児童生徒やその保
護者の悩みや不安に対して電話で相談を受け、必要に
応じて来室相談を行いました。
・電話相談　171件
・来室相談　396件

○適応指導教室「やまびこ」
心身の不調による不登校及びその傾向があり通級可能
な市内の小中学生を対象に、小集団での活動体験を通
して協調性や集団で過ごせる力をつけるため、支援を
行いました。
・学校復帰率　９人／1６人⇒56％

○

○教育相談について
電話相談による件数のカウント方法を改善し
ました。（１回の電話で３人の相談があった
場合３件としていた→１回の電話相談は１件
とカウント）
来室相談件数は、昨年度と変わりません。

○適応指導教室「やまびこ」
日々の関わりやさまざまな行事を通して、学
校での生活に子どもたちを復帰させる支援を
行うことができました。

アルコール依存や薬物乱用の予
防・防止についての学校保健にお
ける取り組みの強化

スポーツ保健課

各小中学校におけるアルコール依存や薬物
乱用の予防・防止に関する教室の実施依頼
を行いました。また、国などが作製する啓
発ポスターの掲示やリーフレットなどを活
用し予防啓発に努めました。
　小中学校数　20校
　児童・生徒数　11,159人

各小中学校におけるアルコール依存や薬物乱用の予
防・防止に関する教室の実施依頼を行いました。ま
た、国などが作製する啓発ポスターの掲示やリーフ
レットなどを活用し予防啓発に努めました。
　小中学校数　20校
　児童・生徒数　11,344人

○

各小中学校におけるアルコール依存や薬物乱
用の予防・防止に関する教室の実施依頼や、
国などが作製する啓発ポスターの掲示やリー
フレットの配布を行い、教室の実施や予防啓
発につなげることができました。

アルコール依存や薬物乱用の予
防・防止についてのセルフヘルプ
グループへのつなぎ

健康増進課 相談に応じて随時対応しました。 相談に応じて随時対応しました。 ◯
関係機関と連携を図りながら支援の方向性や
役割を明らかにし、支援することができまし
た。

継続

○認知症関係
・認知症サポーター養成講座の開催（出前
講座）
　各小・中学校やまちづくり協議会等と連
携した子どもを対象とした講座や企業対象
の講座を実施します。
・認知症市民講座の開催
・冊子「高齢者をささえるしくみ」で認知
症の理解、相談窓口の紹介

○うつ関係
・「高齢者をささえるしくみ」で高齢期の
うつの特徴等を説明

継続

広報くさつにおいて自殺対策、精神疾患の
関連記事掲載予定であり、受診勧奨の内容
をあわせて掲載していきます。
相談窓口リーフレットを更新し配布しま
す。

継続 相談に応じて随時対応します。

継続

児童生徒への相談・カウンセリン
グなど思春期対応の強化

○滋賀県スクールカウンセラー等活用事業
不登校および集団不適応等の学校生活上の
悩みや不安に対して、スクールカウンセ
ラーによる教育相談を行います。
・相談件数　500件（Ｈ29県からの派遣人
数減により）

継続

○教育相談
不登校および不登校傾向がある幼児児童生
徒やその保護者の悩みや不安に対して電話
で相談を受け、必要に応じて来室相談を行
います。
・電話相談　250件
・来室相談　450件

○適応指導教室「やまびこ」
心身の不調による不登校及びその傾向があ
り通級可能な市内の小中学生を対象に、小
集団での活動体験を通して協調性や集団で
過ごせる力をつけるため、支援を行いま
す。
・学校復帰率　60％

継続

各小中学校におけるアルコール依存や薬物
乱用の予防・防止に関する教室の実施依頼
を行います。また、国などが作製する啓発
ポスターの掲示やリーフレットなどを活用
し予防啓発に努めます。
　小中学校数　20校
　児童・生徒数　11,344人
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精神障害者のサロン事業の充実 障害福祉課

障害者福祉センターと精神障害者地域生活
支援センター「風」の２箇所にサロン事業
を委託し、実施しました。
・総参加者数　障害者福祉ｾﾝﾀｰ　420人
　　　　　　　風　　　　　　　 597人

障害者福祉センターと精神障害者地域生活支援セン
ター「風」の２箇所にサロン事業を委託し、実施しま
した。
・総参加者数　障害者福祉ｾﾝﾀｰ　332人
　　　　　　　風　　　　　　　 503人

○

精神障害者が安心して集うことができるサロ
ンの開催を通じて、外出や交流の機会を提供
するなかで、精神障害者の自立や社会参加、
社会復帰を促進することができました。

　③いのちと健康を守る保健・医療対応等の充実　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４１ページ

湖南広域休日急病診療所 健康増進課

診療日数の維持、2次小児救急医療体制の維
持と機能分担など診療体制の充実と安定し
た運営に努めました。
・受診者数　9,331人

診療日数の維持、２次小児救急医療および２次救急
（内科・外科系）医療体制の維持と機能分担など診療
体制の充実と安定した運営に努めました。
・受診者数　10,616人

◯

湖南広域休日急病診療所の運営により、イン
フルエンザ流行時期などにおいて、日祝日の
受診が可能となり、１次救急と２次小児救急
医療および２次救急（内科・外科系）医療の
機能分担が図れました。また、空白日なく安
定した２次救急医療体制を維持することがで
きました。

かかりつけ医等普及促進事業 健康増進課

○お出掛けドクターとお気軽トーク　１２
回
○お出掛け薬剤師とお気軽トーク　９回
○歯科無料相談（かむカムフェスタ２０１
６）

○お出掛けドクターとお気軽トーク　７回
○お出掛け薬剤師とお気軽トーク　６回
○歯科無料相談（かむカムフェスタ２０１７）

◯

前年度よりも実施回数は少なかったものの、
参加者からは好評を得ています。今後も、か
かりつけ医等の普及促進のため継続実施し、
事業の周知についても検討していきます。

救急医療情報システム 健康増進課
インターネットでの検索システム「医療
ネット滋賀」維持のための一部負担金を担
いました。

インターネットでの検索システム「医療ネット滋賀」
維持のための一部負担金を担いました。

◯

インターネットでの検索システム「医療ネッ
ト滋賀」の運営により、２４時間、医療機関
や医療に関する情報を提供することができま
した。

自立支援医療の給付 障害福祉課

心身の障害を除去・軽減するための医療に
ついて、自立支援医療費を支給し、医療費
の自己負担額を一部軽減しました。
・更生医療　2,375人
・育成医療　43人
・精神通院医療　2,967人

心身の障害を除去・軽減するための医療について、自
立支援医療費を支給し、医療費の自己負担額を一部軽
減しました。
・更生医療　3,119人
・育成医療　４８人
・精神通院医療　3,185人

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

特定疾患治療研究事業、小児慢性
特定疾患治療研究事業による医療
費の公費負担（県窓口）

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）
障害福祉課

医療費にかかる相談があった場合は、県窓
口への案内を行いました。

医療費にかかる相談があった場合は、県窓口への案内
を行いました。

○ 県窓口へつなぎました。

心身の健康相談・カウンセリン
グ、健（検）診・訪問指導等の実
施

健康増進課

心の健康に関する相談を通年で随時受け、
必要時関係機関と連携を図りながら対応し
ました。
（相談件数）
・訪問　108件（実）　531件（延）
・面接　99件（実）　268件（延）
・電話　567件（延）

カウンセリングは実施していません。

心の健康に関する相談を通年で随時受け、必要時関係
機関と連携を図りながら対応しました。
（相談件数）
訪問：122件（実）436件（延）
面接：80件（実）195件（延）
電話：522（延）

カウンセリングは実施していません。

○
関係機関と連携を図りながら支援の方向性や
役割を明らかにし、支援することができまし
た。

重度心身障害者（児）・老人等福
祉医療費助成制度等の充実

保険年金課

障害者（児）・老人の健康の保持と福祉の
増進を図ることを目的に医療費を助成しま
した。
・助成件数　　　71,285件
・決算額　　 407,301千円

障害者（児）・老人の健康の保持と福祉の増進を図る
ことを目的に医療費を助成しました。
・助成件数　　　74,10８件
・決算額　　 377,740千円

○
障害者（児）・老人の健康の保持と福祉の増
進を図るために、概ね期待どおりの成果が得
られました。

継続
障害者福祉センターと精神障害者地域生活
支援センター「風」の２箇所にサロン事業
を委託し、実施します。

継続
診療日数の維持はもちろんのこと、2次小児
救急医療体制の維持と機能分担など診療体
制の充実と安定した運営に努めます。

継続
医療費にかかる相談があった場合は、県窓
口への案内を行います。

継続 継続実施します。

継続

障害者（児）・老人の健康の保持と福祉の
増進を図ることを目的に医療費を助成しま
す。
・助成件数　　　75,497件
・予算額　　 431,237千円

継続

○お出掛けドクターとお気軽トーク　１４
回
○お出掛け薬剤師とお気軽トーク　１４回
○歯科無料相談（かむカムフェスタ２０１
７）

継続
インターネットでの検索システム「医療
ネット滋賀」維持のための一部負担金を担
います。

継続
心身の障害を除去・軽減するための医療に
ついて、自立支援医療費を支給し、医療費
の自己負担額を一部軽減します。

10



　

　　

　①就学前教育保育の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４３ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

保育所（園）・幼稚園における障
害児保育の実施

幼児課

○障害のある子どもが集団生活で様々な体
験ができるよう、発達支援計画を作成し、
発達に応じた支援を行いました。
○保護者との支援計画等共有のための懇談
会を実施しました。
○就学前には、就学前相談や特別支援学級
および市内小学校への学校見学を行い、適
切な就学支援に努めました。

○障害のある子どもが集団生活で様々な体験ができる
よう、発達支援計画を作成し、発達に応じた支援を行
いました。
○保護者との支援計画等共有のための懇談会を実施し
ました。
○就学前には、就学前相談や特別支援学級および市内
小学校への学校見学を行い、適切な就学支援に努めま
した。

○

○集団保育が可能な限り幼稚園・保育所・認
定こども園で受け入れました。
○個別の支援計画等の作成により、発達に応
じた支援を行いました。
○保護者との支援計画共有のための懇談を実
施し、個々に合った支援を行うことができま
した。
○就学相談への参加、特別支援学級および市
内小学校への学校見学をし、学校の詳細な情
報を取得しました。

児童発達支援センター「湖の子
園」事業（再掲）

発達支援セン
ター

家族支援や、子どもたちの発達段階に応じ
た丁寧な療育を実施しました。
・利用者数　58人

子どもの発達段階に応じて丁寧な療育を実施するとと
もに保護者支援を行いました。
・利用者数　58人

〇
早期からの療育を実施するとともに、保護者
プログラムの充実を図り、安心して子育てが
できるように取り組みました。

子育て支援センターでの取り組み

子育て相談セン
ター
（旧：子ども子
育て推進課）

保育士が就学前の児童がおられる保護者の
相談を行い、適切に関係機関との連携を図
りながら、支援の必要な児童の早期発見に
繋げました。
・決算額　24,157千円

保育士が就学前の児童がおられる保護者の相談を行
い、適切に関係機関との連携を図りながら、支援の必
要な児童の早期発見に繋げました。
・決算額　23,593千円

〇
保護者に対する相談、支援を行い、適切に関
係機関との連携を図ることができました。

保育所（園）・幼稚園への加配保
育・加配教育

幼児課

就学前の乳幼児に対する保育または教育
上、特別な支援が必要とされる処遇に関し
て「草津市特別支援処遇委員会」から広く
専門的な意見を聞き、支援に必要な加配の
配置の基準を定め、適切な特別支援教育・
保育体制を確保しました。

就学前の乳幼児に対する保育または教育上、特別な支
援が必要とされる処遇に関して「草津市特別支援処遇
委員会」から広く専門的な意見を聞き、支援に必要な
加配の配置の基準を定め、適切な特別支援教育・保育
体制を確保しました。

○

・就学前の乳幼児に対する保育または教育
上、特別な支援が必要とされる処遇に関して
「草津市特別支援処遇委員会」から広く専門
的な意見を聞き、支援に必要な加配の配置の
基準を定め、適切な特別支援教育・保育体制
を確保しました。
・発達支援センターとの連携により加配配置
基準や介助度の在り方等の検討をしました。

５歳相談の実施（再掲）
発達支援セン
ター

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援しました。
・年間相談者数　52名

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの保護者に
対して、相談に応じ、スムーズな就学への移行を支援
しました。
・年間相談者数　48人

〇
5歳相談を通して個別支援計画を作成し、希
望者には学校へ引継ぎを行いました。

継続
家族支援や、子どもたちの発達段階に応じ
た丁寧な療育を実施します。
・利用者数　60人

継続

保育士が就学前の児童がおられる保護者の
相談を行い、適切に関係機関との連携を図
りながら、支援の必要な児童の早期発見に
繋げます。
・予算額　24,725千円

継続

・就学前の乳幼児に対する保育または教育
上、特別な支援が必要とされる処遇に関し
て「草津市特別支援処遇委員会」から広く
専門的な意見を聞き、支援に必要な加配の
配置の基準を定め、適切な特別支援教育・
保育体制を確保します。
・発達支援センターとの連携により加配配
置基準や介助度の在り方等の検討をしま
す。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野３：安心してともに育ち学べる保育・教育環境の整備

区分 Ｈ２9事業計画

継続

○集団保育が可能な限り幼稚園・保育所・
認定こども園で受け入れます。
○個別の支援計画等の作成により、発達に
応じた支援を行います。
○保護者との支援計画共有のための懇談を
実施します。
○就学相談への参加、特別支援学級および
市内小学校への学校見学をし、学校の詳細
な情報を取得します。

継続

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援します。
・年間相談者数　47名
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　②学校教育の充実

本人・家族への教育相談・就学相
談の充実

学校教育課

○夏に７日間、秋に1日の就学相談日を設定
し、就学前だけでなく、在籍異動に伴う情
報提供の場として就学相談を行いました。
・相談件数　99件
○特別支援学校および市内小中学校での学
校見学などを実施し、就学前に学校の詳細
な情報提供を行いました。

○夏に７日間、秋に1日の就学相談日を設定し、就学
前の幼児、中学に進学する児童だけでなく、在籍異動
に伴う情報提供の場として、就学相談会を開催しまし
た。
・相談件数　１０４件
○特別支援学校および市内小中学校での学校見学など
を実施し、就学前に学校の詳細な情報提供を、個々の
必要に応じて複数回行いました。
○就学前から学齢期に至る切れ目のない支援体制の充
実のため、関係機関との連絡や協議の場を設定しまし
た。
・会議等実施数７回

◎

○年々増加する就学相談に対して、可能な限
りの就学相談を実施することができました。
就学相談まで至らなかったケースについて
も、保護者への情報提供、校園所間の情報共
有や連携などを行い、子どもと保護者の不安
を軽減し、スムーズな就学の決定につながり
ました。
○義務教育終了後の切れ目ない支援の必要性
や、関係機関の連携の重要性について確認
し、それぞれの業務や役割についての共通認
識を図れました。

特別支援学級や特別支援学校にお
ける、発達評価を踏まえた学習プ
ログラムの提供

学校教育課

○個別の指導計画、および個別の支援計画
の作成とその内容に沿った学習プログラム
を展開しました。また、作成のための研修
会を行いました。

○個別の指導計画、および個別の支援計画の作成とそ
の内容に沿った学習プログラムを展開に取り組みまし
た。また、有効な活用に向けて発達支援センターと連
携しながら、研修を行いました。

○

個別の支援が必要な児童生徒について、個別
の支援計画および個別の指導計画が積極的に
作成されるようになり、また、校園所間の引
き継ぎも着実に行われました。
引継件数　園所→小103件　小→中86件
　　　　　中→高　70件

発達障害のある子どもへの対応の
強化

学校教育課

○特別支援教育に関わる市独自の支援員を
小学校60人、中学校12人、合計72人配置
しました。
○インクルーシブ教育の推進のため、イン
クルーシブサポーターを小学校に３人配置
しました。

○特別支援教育に関わる市独自の支援員【教室アシス
タント】を増員し、小学校6４人、中学校12人、合
計7６人配置しました。
○インクルーシブ教育の推進のため、インクルーシブ
サポーターを小学校に３人配置しました。

◎

支援員の体制を継続し、個々に応じた支援を
行うとともに、新入生が新しい学校生活にス
ムーズに適応し、安心して過ごせるように人
員の配置体制を工夫しました。
また、重度な障害のある児童生徒が複数在籍
する学校にインクルーシブサポーターを配置
し、手厚い支援を行いました。

学校・特別支援学校、福祉施設等
の交流活動の充実

学校教育課

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定しました。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しまし
た。

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒と、小中学
校との交流の場を年間２～３回設定しました。
○障害者理解について、各小中学校において、道徳、
特別活動、総合的な学習の時間等を活用しながら、福
祉教育を推進しました。

○

草津養護学校と市内小学校とが連携し、草津
養護学校に通う草津市内の児童生徒が在住す
る地域の子どもたちと交流する場を確保し、
保護者や本人の希望に沿った活動を行いまし
た。また近隣の小中学校と草津養護学校との
交流活動も行いました。

ことばの教室や通級指導教室 学校教育課

就学前児童を対象にことばの教室２箇所、
小中学校児童生徒を対象に通級指導教室5箇
所設置し、要望に応じて通級指導や巡回相
談を実施しました。

就学前児童を対象にことばの教室２箇所、小中学校児
童生徒を対象に通級指導教室5箇所設置し、要望に応
じて通級指導や巡回相談を実施しました。また、通級
を希望する児童生徒の増加に併せて、通級指導教室の
増設に向けた予算措置を行いました。

◎

市内校園所からの要望に応じて通級指導、教
育相談、発達検査等を実施し、幼児、児童生
徒の学校生活や学習支援に活かしました。

　③生涯を通じる、一貫した発達・学習支援体制づくり　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４４ページ

個別支援計画による支援
発達支援セン
ター

ライフステージにわたって適切な支援が継
続されるよう個別の支援計画の作成と引き
継ぎを促しました。
・就学前⇒小　81件
・　小　⇒中　94件
・　中　⇒高、支援学校　76件

ライフステージにわたって適切な支援が継続されるよ
う個別の支援計画の作成と引き継ぎを促しました。
・就学前⇒小103件
・　小　⇒中　86件
・　中　⇒高、支援学校　71件

〇
発達に支援が必要な児童に対して、一貫した
支援が行われるよう個別の支援計画を引継ぎ
ました。

相談支援ファイルによる支援（再
掲）

発達支援セン
ター

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促しました。
・年間配布数　27冊

ライフステージにわたって継続的な支援を受け、安心
して生活を送れるように活用を促しました。
・年間配布数　69冊

〇
効果的な活用に向けて、保護者団体と連携
し、記入方法等の説明会を実施しました。

継続

○特別支援教育に関わる市独自の支援員
【教室アシスタント】を増員し、小学校6４
人、中学校12人、合計7６人配置します。
○インクルーシブ教育の推進のため、イン
クルーシブサポーターを小学校に３人配置
します。

継続

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定します。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しま
す。

継続

就学前児童を対象にことばの教室２箇所、
小中学校児童生徒を対象に通級指導教室5箇
所設置し、要望に応じて通級指導や巡回相
談を実施します。

継続

○夏に７日間、秋に1日の就学相談日を設定
するとともに、会場を増加することで、よ
り多くの相談に対応できるようにします。
○特別支援学校および市内小中学校での学
校見学などを実施し、就学前に学校の詳細
な情報提供を行います。
○就学前から学齢期の就学相談システムを
見直し、切れ目のない支援体制の充実を図
ります。

継続

○個別の指導計画、および個別の支援計画
の作成とその内容に沿った学習プログラム
を展開に取り組みます。また、有効な活用
に向けて研修を行います。

継続

ライフステージにわたって適切な支援が継
続されるよう個別の支援計画の作成と引き
継ぎを促します。
・就学前⇒小　81件
・　小　⇒中　94件
・　中　⇒高、支援学校　76件

継続

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促します。
・年間配布数　27冊
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　④保育士・教職員の資質向上 ※草津市障害者計画（後期計画）４４ページ

特別な支援の必要がある子どもの
保育についての研修の充実

幼児課

○発達支援センター、湖の子園と連携して
発達に関する研修や障害児保育実技研修を
行いました。
○発達支援センター・ことばの教室の指導
員の巡回相談により、学級における指導方
法の助言を受け、保育の充実を図りまし
た。
・園、所内ケース検討会議
・園、所外研修への参加
○就学前教育サポート事業における保育コ
ンサルテーションを実施しました。

○発達支援センター、湖の子園と連携して発達に関す
る研修を2回、障害児保育検討委員会を５回行いまし
た。
○発達支援センター・ことばの教室の指導員の巡回相
談により、学級などにおける指導方法の助言を受け、
研修の充実を図りました。
・園、所内ケース検討会議
・園、所外研修への参加
○就学前教育サポート事業における保育コンサルテー
ションを実施しました。

○

○発達支援センター、湖の子園と連携して発
達に関する研修や障害児保育実技研修を行う
ことができました。
○発達支援センター・ことばの教室の指導員
の巡回相談により学級における指導方法の助
言を受け、研修の充実を図ることができまし
た。

○就学前教育サポート事業における保育コン
サルテーションやスキルアップ研修を実施す
ることができました。

学校教育課

・特別支援教育コーディネーター担当者会
（年7回）、移行支援部会全体会（年3
回）、校区別移行支援部会（6日間）、特別
支援教育部会を開催。情報交流、相談支援
および指導方法の検討及び研修を行いまし
た。

特別支援教育部会（年２回）、特別支援教育コーディ
ネーター担当者会（年７回）、移行支援部会（年１０
回）を開催し、情報交流、相談支援および指導方法の
検討を行い、校内での研修の充実に努めました。さら
に、教員の専門性の向上や特別支援学校免許状取得者
の増加を目指し、研修や啓発を行いました。

○

個別の支援計画の作成、個々の課題に応じた
支援方法、ＩＣＴ機器の利活用、就学相談な
どについて、情報交流、指導方法の検討及び
研修を行い、相談および指導技術の向上、特
別支援教育における各校のリーダーの育成を
図りました。

幼児課

発達支援センターと連携して発達研修（年
２回）、障害児保育検討委員会(年８回）を
開催し、障害理解や支援技術の向上を図り
ました。

発達支援センターと連携して発達研修（年２回）、障
害児保育検討会議(年５回）を開催しました。

○
「発達から保育を考える」をテーマに発達支
援センターと連携して発達研修、障害児保育
検討会議を開催することができました。

研修等の充実、特別支援教育コー
ディネーターの資質向上

幼児課
発達支援センターと連携して特別支援コー
ディネーター研修を年２回実施しました。

発達支援センターと連携して特別支援コーディネー
ター説明会及び全体研修を実施しました。

○
特別支援コーディネーター説明会および全体
研修会を実施し、支援技術の向上を図ること
ができました。

発達支援センターによる、教職員
等へのスーパービジョンの提供

発達支援セン
ター

依頼や要請に応じて、保幼連携・学校連携
で相談支援および指導方法の検討を行いま
した。
・保幼連携　延べ570件
・学校連携　延べ312件

依頼や要請に応じて、保幼連携・学校連携で相談支援
および指導方法の検討を行いました。
・保幼連携　延べ 576件
・学校連携　延べ200件

〇
保育所や学校等と連携し、子どもの発達や障
害に応じた保育、教育が実施できるよう支援
しました。

　⑤保育・学習環境の整備 ※草津市障害者計画（後期計画）４４ページ

児童育成クラブにおける障害児受
け入れ体制の強化

子ども子育て推
進課（旧：子ど
も子育て推進
室）

児童育成クラブが安全で安心な生活の場と
なるよう関係機関と連携を図りながら、障
害児の保育を行うとともに、支援員等の研
修会や交流会を実施し、支援員等の専門性
の向上を図りました。
・入所障害児童数　49人（４月１日現在）
・支援員等交流会、研修会開催回数　4回

児童育成クラブが安全で安心な生活の場となるよう関
係機関と連携を図りながら、障害児の保育を行うとと
もに、支援員等の研修会や交流会を実施し、支援員等
の専門性の向上を図りました。
・入所障害児童数　4７人（４月１日現在）
・支援員等研修会、交流会開催回数　4回

〇

発達支援センターと連携のうえ、支援員等研
修会、交流会を開催し、専門性の向上を図る
ことにより、安全で安心な障害児の保育を提
供することができました。

障害福祉課

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ました。医療的ケアに対応できる事業所も
継続して２箇所確保しています。
・延べ利用回数　8,132回

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むため
に、障害者の日中における活動の場を確保し、障害者
の家族の就労支援および一時的な休息を図るための支
援を行いました。医療的ケアに対応できる事業所も継
続して２箇所確保しています。
・延べ利用回数　8,290回

〇

延べ利用回数は計画値を下回りましたが、障
害児の利用者が放課後デイサービスの利用に
移ったことが要因であり、一時的な預かりを
必要とする障害児者に対しては適切にサービ
スの提供が行えました。

継続

保育士・教職員の資質向上

特別支援教育部会、特別支援教育コーディ
ネーター担当者会、移行支援部会を開催
し、情報交流、相談支援および指導方法の
検討を行い、校内での研修の充実に努めま
す。さらに、教員の専門性の向上や特別支
援学校免許状取得者の増加を目指し、研修
や啓発を行います。

継続
発達支援センターと連携して発達研修、障
害児保育検討会議を開催し、障害者への理
解や支援技術の向上を図ります。

継続
特別支援コーディネーター説明会および全
体研修会を実施します。

継続

○発達支援センター、湖の子園と連携して
発達に関する研修や障害児保育実技研修を
行います。
○発達支援センター・ことばの教室の指導
員の巡回相談により学級における指導方法
の助言を受け、保育の充実を図ります。
・園、所内ケース検討会議
・園、所外研修への参加
○就学前教育サポート事業における保育コ
ンサルテーションやスキルアップ研修の実
施を行います。

継続

依頼や要請に応じて、保幼連携・学校連携
で相談支援および指導方法の検討を行いま
す。
・保幼連携　延べ570件
・学校連携　延べ312件

継続

児童育成クラブが安全で安心な生活の場と
なるよう関係機関と連携を図りながら、障
害児の保育を行うとともに、支援員等の研
修会や交流会を実施し、支援員等の専門性
の向上を図ります。
・入所障害児童数　46人（４月１日現在）
・支援員等研修会、交流会開催回数　4回

継続

日中一時支援事業や放課後等デイ
サービスなどによる放課後活動の
充実

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ます。なお、引き続き医療的ケアに対応で
きる事業所の確保に努めます。
・延べ利用回数　10,965 回
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発達支援セン
ター

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めました。
・利用者数　189人

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過ごす中で生
活能力の向上や社会との交流を進めるために放課後等
デイサービスの推進に努めました。
・利用者数　221人

〇

制度や事業所のサービス内容について、市民
を対象に説明会を実施し、周知を図りまし
た。また、学校関係者に対して制度の説明を
行い、教育との連携を進めました。

教育総務課

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、
老朽化したトイレの改修を行いました。ま
た、翌年度のトイレ改修にかかる実施設計
を実施しました。
・笠縫小学校体育館大規模改造他工事（ト
イレ改修含む）
・新堂中学校大規模改造２期工事（トイレ
改修含む）
・笠縫小学校屋外トイレ改築工事
・老上小学校トイレ改修工事実施設計業務
・松原中学校大規模改造工事実施設計業務
（トイレ改修含む）

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、老朽化した
トイレの改修を行いました。また、翌年度のトイレ改
修にかかる実施設計を実施しました。
・老上小学校トイレ改修工事
・松原中学校大規模改造工事（トイレ改修含む）
・松原中武道館他大規模改造工事実施設計業務（トイ
レ改修含む）
・草津中トイレ改修工事実施設計業務
・常盤小学校体育館大規模改造工事実施設計業務（ト
イレ改修含む）

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

幼児課
認定こども園化に伴う実施設計（志津幼稚
園）の中でバリアフリー化に伴う検討を行
いました。

・実施した認定こども園化に係る整備工事（志津幼稚
園）の中で、対応可能なバリアフリー化（多目的トイ
レ設置）を行いました。
・認定こども園化に伴う実施設計（玉川幼稚園、山田
幼稚園）の中でバリアフリー化に伴う検討を行いまし
た。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

学校・特別支援学校、福祉施設等
の交流活動の充実（再掲）

学校教育課

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定しました。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しまし
た。

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒と、小中学
校との交流の場を年間２～３回設定しました。
○障害者理解について、各小中学校において、道徳、
特別活動、総合的な学習の時間等を活用しながら、福
祉教育を推進しました。

○

草津養護学校と市内小学校とが連携し、草津
養護学校に通う草津市内の児童生徒が在住す
る地域の子どもたちと交流する場を確保し、
保護者や本人の希望に沿った活動を行いまし
た。また近隣の小中学校と草津養護学校との
交流活動も行いました。

　

　　

　①障害者福祉センター・余暇活動支援センター等の取り組みの推進　　　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４６ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

余暇活動等支援の取り組みの拡充 障害福祉課

障害者福祉センターで教養文化講座、いき
いきふれあい交流サロンを開催し余暇活動
の促進を図りました。また、障害者活動支
援センターを運営する団体に対し、補助を
行うことで余暇活動の取組みの支援を行い
ました。

障害者福祉センターで教養文化講座、いきいきふれあ
い交流サロンを開催し余暇活動の促進を図りました。
また、障害者活動支援センターを運営する団体に対
し、補助を行うことで余暇活動の取組みの支援を行い
ました。

○

障害者福祉センターの教養文化講座等の開催
や障害者活動支援センターへの運営費補助を
行うことで、障害者の余暇活動の支援を行い
ました。

継続

保育・教育施設等のバリアフリー
化と移動の確保

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、
老朽化したトイレの改修を行います。ま
た、翌年度のトイレ改修にかかる実施設計
を実施します。
・老上小学校トイレ改修工事
・松原中学校大規模改造工事（トイレ改修
含む）
・松原中武道館他大規模改造工事実施設計
業務（トイレ改修含む）
・草津中トイレ改修工事実施設計業務
・常盤小学校体育館大規模改造工事実施設
計業務（トイレ改修含む）

継続
認定こども園化に伴う改修等を行う場合
に、可能な限りバリアフリー化等の検討を
行います。

継続

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定します。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しま
す。

日中一時支援事業や放課後等デイ
サービスなどによる放課後活動の
充実

継続

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めます。
・利用者数　188人

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野４：遊びや文化・スポーツ活動等に参加し親しむ機会づくり

区分 Ｈ２9事業計画

継続

障害者福祉センターで教養文化講座、いき
いきふれあい交流サロンを開催し余暇活動
の促進を図りました。また、障害者活動支
援センターを運営する団体に対し、補助を
行うことで余暇活動の取組みの支援を行い
ます。
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　②スポーツ、レクリエーション活動への支援 　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４６ページ

いきいきふれあい大運動会への参
加支援

障害福祉課

市内の心身障害児者・ボランティアおよび
市民がスポーツを通じて相互の親睦と体力
の維持・増強を図り、地域社会の交流が深
められることを目的に運動会を開催しまし
た。
・参加人数　621人

市内の心身障害児者・ボランティアおよび市民がス
ポーツを通じて相互の親睦と体力の維持・増強を図
り、地域社会の交流が深められることを目的に運動会
を開催しました。
・参加人数　625人

○
事業の実施により、体力の維持・増強・地域
社会の交流を図ることができました。

障害者団体等によるイベントの開
催支援

障害福祉課
障害者団体等によるスポーツ大会や、講演
会、各種イベントへの支援を行いました。

障害者団体等によるスポーツ大会や、講演会、各種イ
ベントへの支援を行いました。

○
障害者団体等による催しの支援により団体等
の活動を促進することができました。

パラリンピックや、市・県のス
ポーツ大会の振興

スポーツ保健課
障害福祉課

障害者が円滑にスポーツ、レクリエーショ
ン活動に参加できるように・県の実施する
スポーツ大会の参加支援等を行いました。

障害者が円滑にスポーツ、レクリエーション活動に参
加できるように・県の実施するスポーツ大会の参加支
援等を行いました。

○

障害者が円滑にスポーツ、レクリエーション
活動に参加できるように国・県の実施するス
ポーツ大会の参加支援等を行いました。その
結果、対象者の参加につなげることができ、
障害者スポーツの振興を図ることができまし
た。

読書推進事業 図書館

○録音図書・点字図書の貸し出しをしました。
・録音図書　1,188冊　・点字図書　０冊
　
○視覚障害者や体の不自由な人など来館困難者へ
の宅配を実施しました。
・視覚障害者ほか　37回
・施設・団体　　　12回

〇録音図書・点字図書・拡大写本を制作しまし
た。
　・録音図書10タイトル・点字図書４タイトル
　・拡大写本5タイトル
〇「声の広報(図書館便り)」を制作しました。
　　回数　12回

〇老人ホーム・デイケアセンター等に団体貸し出
しをしました。(やわらぎ苑・老上デイサービス・
上笠デイサービス・デイサービスなぎさ・デイ
サービスにじの家・むつみ園・ワークパートナー
きらら・発達支援センター湖の子)
　・利用団体　8団体　・貸出回数　74回
　・貸出冊数　1,999冊
　
○移動図書館による福祉施設への巡回貸し出しを
しました。
【巡回回数／利用者数／貸出冊数】
・なごみの郷 　　　２１回／４４人／１３１冊
・渋川市民センター　２２回／７８人／７３２冊

○録音図書・点字図書の貸し出しをしました。
・録音図書　1,252冊　・点字図書　12冊
　
○視覚障害者や体の不自由な人など来館困難者への宅配を実
施しました。
・視覚障害者ほか　23回
・施設・団体　　　12回

〇録音図書・点字図書・拡大写本を制作しました。
　・録音図書10タイトル・点字図書3タイトル
　・拡大写本5タイトル
〇「声の広報(図書館便り)」を制作しました。
　　回数　12回

〇老人ホーム・デイケアセンター等に団体貸し出しをしまし
た。(やわらぎ苑・老上デイサービス・上笠デイサービス・
デイサービスなぎさ・デイサービスにじの家・むつみ園・
ワークパートナーきらら・発達支援センター湖の子・ふれあ
いハウス絆・グループホームマハナ・児童デイサービスも
も・第二ももスマイル)
　・利用団体　12団体　・貸出回数　79回
　・貸出冊数　1,541冊
　
○移動図書館による福祉施設への巡回貸し出しをしました。
【巡回回数／利用者数／貸出冊数】
・なごみの郷 　　　２１回／５６人／１３５冊
・渋川まちづくりセンター ２１回／７５人／４５２冊

○

事業によっては、利用が減ったものもありま
したが、老人ホームやデイケアセンター等へ
の団体貸出等のサービス水準は維持すること
ができました。今後も、利用者の多様なニー
ズに対応した資料の収集・整備を行い、点字
図書や録音図書、大活字本など適切な形態の
資料での情報提供を図ります。

継続

市内の心身障害児者・ボランティアおよび
市民がスポーツを通じて相互の親睦と体力
の維持・増強を図り、地域社会の交流が深
められることを目的に運動会を開催しま
す。
・参加人数　570人

継続
障害者団体等によるスポーツ大会や、講演
会、各種イベントへの支援を行います。

継続
障害者が円滑にスポーツ、レクリエーショ
ン活動に参加できるように国・県の実施す
るスポーツ大会の参加支援等を行います。

継続

○録音図書・点字図書・大活字本(拡大写本
含)の他、通常の本では読書しづらい方向け
に、朗読CDを引き続き購入し貸し出しま
す。また、視覚障害者対象のデイジー図
書・機器の貸し出しを行います。
　
○視覚障害者や体の不自由な人など来館困
難者への録音図書・点字図書・大活字本(拡
大写本含)・墨字図書の宅配を実施します。

○録音図書・点字図書・大活字本(拡大写本
含)を製作します。特に録音図書製作グルー
プは今年度５名の増員となり、中級朗読講
習会を実施し、より質の高い録音図書の製
作を行います。
　・製作予定　録音図書10タイトル、点字
　　図書4タイトル、拡大写本4タイトル

○「声の広報」において新刊図書紹介と行
事・移動図書館の案内等の内容の「図書館
便り」コーナーを製作します。
　・毎月１回

○老人ホーム・デイケアセンター・共同作
業所等への団体貸し出しをします。
○移動図書館による「なごみの郷」「渋川
まちづくりセンター(福複センター)」等福祉
施設への巡回貸し出しを行います。
　・各月２回巡回

〇こども読書講演会等の講演会で、要望が
あれば手話通訳を行います。
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　③参加のバリアの解消 ※草津市障害者計画（後期計画）４６ページ

生涯学習課
文化ホールの利用者が安全で快適に施設を
利用できるよう、必要な修繕を行うととも
に適切な維持管理に努めました。

文化ホールの利用者が安全で快適に施設を利用できる
よう、必要な修繕を行うとともに適切な維持管理に努
めました。

○
文化ホールの適切な維持管理に努め、次年度
以降に向けた施設の修繕計画の検討を行うこ
とができました。

スポーツ保健課

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めました。
・社会体育施設利用件数　  14,757件
・社会体育施設利用者数　348,520人

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけるよう、施
設に必要な修繕・改修を行い適正な管理運営に努めま
した。
・社会体育施設利用件数　  16,020件
・社会体育施設利用者数　400,298人

○

誰もが快適に社会体育施設を利用いただける
よう、施設に必要な修繕・改修を行い適正な
管理運営に努めた結果、利用者の増加につな
げることができました。

コミュニケーション支援事業の充
実

障害福祉課

聴覚障害者のコミュニケーション支援を行
うため、手話通訳者および要約筆記者を派
遣しました。
・利用件数　511件

聴覚障害者のコミュニケーション支援を行うため、手
話通訳者および要約筆記者を派遣しました。
・利用件数　528件

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

手話奉仕員養成講座等の開催 障害福祉課

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際
の合理的な配慮が進むように、ソフト面の
バリア解消への事業として手話奉仕員養成
講座等を開催しました。
・受講者数（修了者数）　30人（0人）

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際の合理的な
配慮が進むように、ソフト面のバリア解消への事業と
して手話奉仕員養成講座等を開催しました。
・受講者数（修了者数）　26人（19人）

○
修了者数は計画値を下回りましたが、手話通
訳ができる者を多く養成することができまし
た。

日常生活用具給付等事業の充実
（再掲）

障害福祉課

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害
の種類と程度に応じて、各種の日常生活用
具を給付しました。
・延べ給付件数　2,629件

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害の種類と程
度に応じて、各種の日常生活用具を給付しました。
・延べ給付件数　2,663件

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

聴覚障害者のコミュニケーション支援を行
うため、手話通訳者および要約筆記者を派
遣します。
・利用件数　500件

継続

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際
の合理的な配慮が進むように、ソフト面の
バリア解消への事業として手話奉仕員養成
講座等を開催します。
・受講者数（修了見込者数）　30人（30
人）

継続

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害
の種類と程度に応じて、各種の日常生活用
具を給付します。
・延べ給付件数　3,287件

継続

文化・スポーツ施設、地域施設等
のバリアフリー化の促進と移動の
確保

利用者のニーズの把握に努め、施設の改修
計画の検討を行います。

継続

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めます。
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　①就労相談の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

障害者福祉センターの就労相談 障害福祉課
障害者福祉センターにおいて障害者の就労
に関する相談に対応しました。
・相談件数　613件

障害者福祉センターにおいて障害者の就労に関する相
談に対応しました。
・相談件数　622件

○ 適切に相談ができました。

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

障害のある人を含め、働く意欲がありなが
ら、就労を妨げる様々な要因を抱える人々
（就職困難者等）の支援を図るため、就労
支援相談員による相談事業を実施してお
り、ハローワークなどの関係機関や障害福
祉課等と連携を図りながら、就労支援を行
いました。
・相談者数　11人のうち障害者数2人
・相談回数　9回

障害のある人を含め、働く意欲がありながら、就労を
妨げる様々な要因を抱える人々（就職困難者等）の支
援を図るため、就労支援相談員による相談事業を実施
しており、ハローワークなどの関係機関や障害福祉課
等と連携を図りながら、就労支援を行いました。
・相談者数　14人のうち障害者数7人
・相談回数　100回

○
当初の事業計画のとおり、就職困難者等に対
して支援を実施できました。

障害福祉課
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークと連携しながら就労に
向けての支援を行いました。

障害福祉課で受けた相談について、必要に応じてハ
ローワークと連携しながら就労に向けての支援を行い
ました。

○
個別のケース会議にハローワークと参加する
等、連携しながら就労に向けての支援を行う
ことができました。

湖南地域障害者働き・暮らし応援
センターの活用促進

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行いました。
・登録者数　322人

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生活支援セン
ター」に職場開拓、定着支援を兼ね備えた「働き・暮
らし応援センター」の運営費補助をすることで、障害
者の一般就労促進を行いました。
・登録者数　360人

○
利用者からの相談に応じ、関係機関との連携
を図りながら、新規就業や職場定着に向けた
支援を行うことができました。

　②一般就労の場の確保 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和
教育推進協議会の研修会等で企業へ周知を
行いました。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問の機会を活用しな
がら、啓発を行いました。
・訪問事業所数　294事業所

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和教育推進協
議会の研修会等で企業へ周知を行いました。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員によ
る事業所訪問の機会を活用しながら、啓発を行いまし
た。
・訪問事業所数　295事業所

○

チラシ設置や草津市企業同和教育推進協議会
の研修会で周知を行いました。また、事業所
訪問の機会を活用して啓発を行うことができ
ました。

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓しました。
・訪問件数　45件

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生活支援セン
ター」に職場開拓、定着支援を兼ね備えた「働き・暮
らし応援センター」の運営費補助をすることで、職場
開拓員の企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障害
者雇用に対する意向調査を行い、障害者ニーズの把握
とニーズに即した雇用企業を開拓しました。
・訪問件数　42件

○
地域の企業を訪問し、障害者を雇用する事業
主を開拓することができました。

継続

ハローワークを中心とした就労相
談と連携

障害をのある人を含め、働く意欲がありな
がら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、ハローワークなどの関係機関や障害
福祉課等と連携を図りながら、就労支援に
努めます。

継続
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークと連携しながら就労に
向けての支援を行います。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行います。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野５：社会参加と自己実現のニーズへの対応強化

区分 Ｈ２9事業計画

継続
障害者福祉センターにおいて障害者の就労
に関する相談に対応します。

継続

企業等への働きかけによる雇用・
業務の創出・確保

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和
教育推進協議会の研修会等で企業へ周知に
努めます。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問の機会を活用しな
がら、啓発を行います。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓します。
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商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和
教育推進協議会の研修会等で企業へ周知を
行いました。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問の機会を活用しな
がら、啓発を行いました。
・訪問事業所数　２94事業所

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和教育推進協
議会の研修会等で企業へ周知を行いました。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員によ
る事業所訪問の機会を活用しながら、啓発を行いまし
た。
・訪問事業所数　295事業所

○

チラシ設置や草津市企業同和教育推進協議会
の研修会で周知を行いました。また、事業所
訪問の機会を活用して啓発を行うことができ
ました。

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓しました。
・訪問件数　45件

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生活支援セン
ター」に職場開拓、定着支援を兼ね備えた「働き・暮
らし応援センター」の運営費補助をすることで、職場
開拓員の企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障害
者雇用に対する意向調査を行い、障害者ニーズの把握
とニーズに即した雇用企業を開拓しました。
・訪問件数　42件

○
地域の企業を訪問し、雇用管理等に関する助
言を行うことができました。

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

障害のある人を含め、働く意欲がありなが
ら、就労を妨げる様々な要因を抱える人々
（就職困難者等）の支援を図るため、就労
支援相談員による相談事業を実施してお
り、ハローワークなどの関係機関や障害福
祉課等と連携を図りながら、就労支援を行
いました。
・相談者数　11人のうち障害者数2人
・相談回数　9回

障害のある人を含め、働く意欲がありながら、就労を
妨げる様々な要因を抱える人々（就職困難者等）の支
援を図るため、就労支援相談員による相談事業を実施
しており、ハローワークなどの関係機関や障害福祉課
等と連携を図りながら、就労支援を行いました。
・相談者数　14人のうち障害者数7人
・相談回数　100回

○
当初の事業計画のとおり、就職困難者等に対
して支援を実施できました。

障害福祉課
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークと連携しながら就労に
向けての支援を行いました。

障害福祉課で受けた相談について、必要に応じてハ
ローワークと連携しながら就労に向けての支援を行い
ました。

○
個別のケース会議にハローワークと参加する
等、連携しながら就労に向けての支援を行う
ことができました。

湖南地域障害者働き・暮らし応援
センターの活用促進（再掲）

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行いました。
・登録者数　322人

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生活支援セン
ター」に職場開拓、定着支援を兼ね備えた「働き・暮
らし応援センター」の運営費補助をすることで、障害
者の一般就労促進を行いました。
・登録者数　360人

○
利用者からの相談に応じ、関係機関との連携
を図りながら、新規就業や職場定着に向けた
支援を行うことができました。

　③福祉的就労の場等の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

就労継続支援事業等の支援 障害福祉課

企業等で働くことが困難な人に対し、就労
の機会の提供や生産活動その他の活動の機
会の提供、知識や能力の向上のための訓練
を行いました。
・利用者数　就労継続支援Ａ型33人、就労
継続支援Ｂ型284人

企業等で働くことが困難な人に対し、就労の機会の提
供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力
の向上のための訓練を行いました。
・利用者数　就労継続支援Ａ型35人、就労継続支援
Ｂ型291人

○
就労継続支援Ｂ型の利用者は計画値を下回り
ましたが、障害者のニーズに対して必要な就
労支援を行うことができました。

「障害者就労施設等からの物品等
の調達の推進等に関する法律」な
ども踏まえた工賃向上のための支
援

障害福祉課

平成２８年度草津市による障害者就労施設
等からの物品等の調達方針を策定し、障害
者就労施設等の仕事を確保し、経営基盤を
強化する支援を行いました。
・調達実績額　10,662千円

平成２９年度草津市による障害者就労施設等からの物
品等の調達方針を策定し、障害者就労施設等の仕事を
確保し、経営基盤を強化する支援を行いました。
・調達実績額　10,027千円

○
広報活動に力を入れたほか、事業はほぼ計画
通りに実施できました。

継続

障害者雇用助成制度や障害者法定
雇用率の周知

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和
教育推進協議会の研修会等で企業へ周知に
努めます。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問の機会を活用しな
がら、啓発を行います。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓します。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問において、障害者
雇用促進法等の周知を行います。

継続

企業等で働くことが困難な人に対し、就労
の機会の提供や生産活動その他の活動の機
会の提供、知識や能力の向上のための訓練
を行います。
・利用者数　就労継続支援Ａ型25人、就労
継続支援Ｂ型346人

継続

平成29年度草津市による障害者就労施設等
からの物品等の調達方針を策定し、障害者
就労施設等の仕事を確保し、経営基盤を強
化する支援をするとともに優先調達の推進
を図るための広報に取り組みます。
・調達目標額　9,892千円

継続

ハローワークを中心とした就労相
談と連携（再掲）

障害のある人を含め、働く意欲がありなが
ら、就労を妨げる様々な要因を抱える人々
（就職困難者等）の支援を図るため、就労
支援相談員による相談事業を実施してお
り、ハローワークなどの関係機関や障害福
祉課等と連携を図りながら、就労支援に努
めます。

継続
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークと連携しながら就労に
向けての支援を行います。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行います。
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　④就労に向けた訓練の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

本人の適性を踏まえた職業訓練・
社会生活訓練の充実

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

障害のある人を含め、働く意欲がありなが
ら、就労を妨げる様々な要因を抱える人々
（就職困難者等）の支援を図るため、就労
支援相談員による相談事業を実施し、湖南
地域障害者働き・暮らし応援センター「り
らく」や滋賀障害者職業センターなどの関
係機関や障害福祉課等と連携を図りなが
ら、就労支援を行いました。また、雇用保
険を受けられない市民の方が資格取得を目
的とした講座を受講する際に、その費用の
一部を補助する制度により、職業訓練・社
会生活訓練の充実を図り就労支援を行いま
した。
・就労相談
相談者数　11人のうち障害者数2人
相談回数　9回
・草津市資格取得教育訓練補助金
相談者数　８人のうち障害者数０人

障害のある人を含め、働く意欲がありながら、就労を
妨げる様々な要因を抱える人々（就職困難者等）の支
援を図るため、就労支援相談員による相談事業を実施
し、湖南地域障害者働き・暮らし応援センター「りら
く」や滋賀障害者職業センターなどの関係機関や障害
福祉課等と連携を図りながら、就労支援を行いまし
た。また、雇用保険を受けられない市民の方が資格取
得を目的とした講座を受講する際に、その費用の一部
を補助する制度により、職業訓練・社会生活訓練の充
実を図り就労支援を行いました。
・就労相談
相談者数　14人のうち障害者数7人
相談回数　100回
・草津市資格取得教育訓練補助金
相談者数　9人のうち障害者数0人

△

雇用保険を受けられない市民の方が資格取得
を目的とした講座を受講する際に、その費用
の一部を補助する制度により、職業訓練・社
会生活訓練の充実を図った結果、問い合わせ
はあったものの、補助金交付実績は0件でし
た。相談のあった就職困難者等に対しては、
各関係機関との連携を図り就労支援を実施す
ることができました。

就労移行支援事業所等の支援 障害福祉課

企業等で働くこと（一般就労）を希望する
人に対し、一定の期間における生産活動や
その他の活動の機会の提供、知識や能力の
向上のための訓練を行いました。
・利用者数　就労移行支援66人

企業等で働くこと（一般就労）を希望する人に対し、
一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の
提供、知識や能力の向上のための訓練を行いました。
・利用者数　就労移行支援63人

○

就労アセスメントの実施等により利用者数は
計画値を大幅に上回っており、障害者のニー
ズに対して必要な就労支援を行うことができ
ました。

障害者福祉センターでの訓練 障害福祉課

喫茶コーナーホップの運営により障害者の
働く体験の場を運営しました。また、市内
の中学校からの依頼に基づき、障害のある
児童の職場体験学習の受入れや、障害者施
設と連携して就労体験や自主製品の販売を
実施しました。

喫茶コーナーホップの運営により障害者の働く体験の
場を運営するとともに、障害者施設と連携して就労体
験や自主製品の販売も実施する等、就労に向けての訓
練を支援しました。

○
喫茶コーナーホップの運営を適切に行いまし
た。

就労アセスメントの実施 障害福祉課

特別支援学校卒業生等が就労系サービスの
進路を目指すにあたって、就労アセスメン
トの実施を促進しました。このアセスメン
トは、本人の希望を考慮しつつ将来的な就
労の可能性も含めた就労面の力を評価する
ものです。
・利用者数　24人（うち児童14人）

特別支援学校卒業生等が就労系サービスの進路を目指
すにあたって、就労アセスメントの実施を促進しまし
た。このアセスメントは、本人の希望を考慮しつつ将
来的な就労の可能性も含めた就労面の力を評価するも
のです。
・利用者数　２４人（うち児童　９人）

○
就労アセスメントの実施を促進し、本人の希
望を考慮しつつ将来的な就労の可能性も含め
た就労面の力を評価を行いました。

継続

障害のある人を含め、働く意欲がありなが
ら、就労を妨げる様々な要因を抱える人々
（就職困難者等）の支援を図るため、就労
支援相談員による相談事業を実施してお
り、湖南地域障害者働き・暮らし応援セン
ター「りらく」や滋賀障害者職業センター
などの関係機関や障害福祉課等と連携を図
りながら、就労支援を行います。また、就
業機会の拡充と雇用の安定を図り、市民の
生活の向上に寄与するため、雇用保険を受
けられない市民の方が資格取得を目的とし
た講座を受講する際に、その費用の一部を
補助し、職業訓練・社会生活訓練の充実を
図り就労支援に努めます。

継続

企業等で働くこと（一般就労）を希望する
人に対し、一定の期間における生産活動や
その他の活動の機会の提供、知識や能力の
向上のための訓練を行います。
・利用者数　就労移行支援50人

継続

喫茶コーナーホップの運営により障害者の
働く体験の場を運営するとともに、障害者
施設と連携して就労体験や自主製品の販売
も実施する等、就労に向けての訓練を支援
します。

継続

特別支援学校卒業生等が就労系サービスの
進路を目指すにあたって、本人の希望を考
慮しつつ将来的な就労の可能性も含めた就
労面の力を評価するため、就労アセスメン
トの実施を促進します。
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　⑤職場定着への支援 ※草津市障害者計画（後期計画）５０ページ

トライアル雇用、トライワーク、
ジョブコーチの制度活用

障害福祉課

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ました。

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用されるよう
に、働き・暮らし応援センター、障害者福祉センター
が関係機関と連携しながら、職場定着への支援に取り
組みました。

○
職場に出向いて直接支援を行うだけでなく、
事業主などに必要な助言を行い、職場環境の
改善についても提案することができました。

就職・離職を繰り返す人への支援
の強化

障害福祉課

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ました。

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用されるよう
に、働き・暮らし応援センター、障害者福祉センター
が関係機関と連携しながら、職場定着への支援に取り
組みました。

○
職場に出向いて直接支援を行うだけでなく、
事業主などに必要な助言を行い、職場環境の
改善についても提案することができました。

職場での障害に対する正しい知識
が浸透するような啓発紙の検討

障害福祉課
商工観光労政課

草津市企業同和教育推進協議会発行の啓発
紙に「障害者差別解消法」に関するページ
を掲載し、企業への啓発を行いました。

草津市企業同和教育推進協議会発行の啓発紙に「障害
者差別解消法」に関するページを掲載し、企業への啓
発を行いました。また、事業所内公正採用選考・人権
啓発推進班員による事業所訪問において、障害者差別
解消法や雇用促進法などの周知・啓発に取り組みまし
た。

○

○障害者差別解消法の周知・啓発が図れまし
た。

○企業向けの啓発紙を活用することで、企業
における取り組みを促すことができました。

　⑥就労支援体制の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５０ページ

湖南地域障害者働き・暮らし応援
センターを核としたネットワーク
の強化

障害福祉課

個々の障害のニーズに対応した長期的な支
援を総合的に行うため、湖南地域障害者働
き・暮らし応援センターなどとの情報共有
等をはじめ、各分野の関係機関との連携を
図りました。

個々の障害のニーズに対応した長期的な支援を総合的
に行うため、湖南地域障害者働き・暮らし応援セン
ターなどとの情報共有等をはじめ、各分野の関係機関
との連携を図りました。

○
就労に関する課題を共有するなかで関係機関
との連携を図ることができました。

草津市精神障害者就業促進事業補
助金や草津市精神障害者支援施設
等通所者交通費補助金による支援

障害福祉課

障害福祉サービス事業所等に通所するため
の実習費や交通費について一部補助をする
ことで、精神障害者の自立、社会参加およ
び社会復帰を促進しました。

障害福祉サービス事業所等に通所するための実習費や
交通費について一部補助をすることで、精神障害者の
自立、社会参加および社会復帰を促進しました。

○
事業の実施により、精神障害者の自立、社会
参加および社会復帰を促進することができま
した。

継続

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ます。

継続

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ます。

継続

草津市企業同和教育推進協議会発行の啓発
紙等を活用し、企業への啓発を行います。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問において、障害者
差別解消法や雇用促進法などの周知・啓発
に取り組みます。

継続

個々の障害のニーズに対応した長期的な支
援を総合的に行うために、湖南地域障害者
働き・暮らし応援センターなどとの情報共
有等をはじめ、各分野の関係機関との連携
を図ります。

継続

障害福祉サービス事業所等に通所するため
の実習費や交通費について一部補助をする
ことで、精神障害者の自立、社会参加およ
び社会復帰を促進します。
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　①防犯対策、防災・災害時対策の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５１ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

近所付き合いのある地域づくり
まちづくり協働
課

○コミュニティハウス整備事業費補助金
今年度、町内会集会所のバリアフリー化に
係る改修の実施はなかったものの、次年度
の実施を計画している町内会への相談対応
を行いました。

○コミュニティハウス整備事業費補助金
町内会で所有されている集会所でバリアフリー化に係
る改修を実施しました。
・件数　　　　 　1件
・決算額　525千円

○

地域コミュニティの拠点となる町内会集会所
のバリアフリー化に向けた相談対応を行うこ
とで、良好な地域社会の形成を図ることがで
きました。

自主防犯、自主防災組織など地域
での取り組みに対する支援

危機管理課

○自主防災組織事業補助金
自助・共助が重要視されてきており、災害
時に自主防災組織が大きな役割を果たすこ
とが考えられるため、自主防災組織の訓練
や災害時要援護者の避難支援に必要な備品
を含めた備品購入にかかる費用を一部負担
しました。
・運営事業補助　19,000円（１６９組
織）
・防災備品等購入事業補助　7,13４,000円
（９２組織、事業費の１／２補助）
※補助額に上限あり

○自主防災組織事業補助金
自助・共助が重要視されてきており、災害時に自主防
災組織が大きな役割を果たすことが考えられるため、
自主防災組織の訓練や災害時要援護者の避難支援に必
要な備品を含めた備品購入にかかる費用を一部負担し
ました。
・運営事業補助　19,000円（１６５組織）
・防災備品等購入事業補助　9,153,000円
　（１０２組織、事業費の１／２補助）
※補助額に上限あり

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

障害福祉課
災害時に弱者となる障害者を迅速に支える
ことができるように災害時要援護者登録制
度への登録を推奨しました。

災害時に弱者となる障害者を迅速に支えることができ
るように災害時要援護者登録制度への登録を推奨しま
した。

〇
計画通り、事業を実施することができまし
た。

健康福祉政策課
（旧：社会福祉
課）

民生委員・児童委員や町内会等と連携しな
がら、全対象者に登録希望の有無を再度確
認し、一斉更新作業を行いました。
・登録者数　3,315人

関係機関と連携を図り、災害時要援護者名簿の更新を
行いました。また、名簿については、民生委員・児童
委員や町内会と共有するとともに、新規対象者につい
ては民生委員・児童委員による個別訪問を通じて登録
推進を図りました。
・登録者数　3,584人

○

民生委員・児童委員や町内会等との連携およ
び新規対象者への個別訪問等によって、制度
内容の周知を行い、登録者数を増やすことが
できました。

危機管理課

災害時要援護者登録制度の普及啓発につい
ては啓発リーフレットの町内会回覧、防災
ハンドブックに掲載、町内会災害図上訓練
等での啓発、未締結町内会との協定促進を
実施しました。

災害時要援護者登録制度の普及啓発については啓発
リーフレットの町内会回覧、防災ハンドブックに掲
載、町内会災害図上訓練等での啓発、未締結町内会と
の協定促進を実施しました。

○
未協定町内会との協定を3町内会と締結する
ことができました。

◆施策分野６：安心・安全に暮らせる地域づくり

区分 Ｈ２9事業計画

継続

○コミュニティハウス整備事業費補助金
町内会で所有されている集会所バリアフ
リー化に係る改修を実施します。
・件数　　　　　１件
・予算額　1,090千円

継続

○自主防災組織事業補助金
自助・共助が重要視されてきており、災害
時に自主防災組織が大きな役割を果たすこ
とが考えられるため、自主防災組織の訓練
や災害時要援護者の避難支援に必要な備品
を含めた備品購入にかかる費用を一部負担
します。
・運営事業補助　19,000円
・防災備品等購入事業補助　事業費の１／
２補助
※補助額に上限あり

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

継続

災害時要援護者登録制度の登録勧
奨と町内会への情報提供

災害時に弱者となる障害者を迅速に支える
ことができるように災害時要援護者登録制
度への登録を推奨します。

継続

引き続き、民生委員・児童委員や町内会等
との連携および対象者への個別通知によっ
て、制度内容の周知を行い、登録の推進を
図ります。

継続

災害時要援護者登録制度の普及啓発につい
ては啓発リーフレットの町内会回覧、防災
ハンドブックに掲載、町内会災害図上訓練
等での啓発、未締結町内会との協定促進を
実施します。
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　②孤立化を防ぐ取り組みの推進 ※草津市障害者計画（後期計画）５２ページ

各種相談機関の周知 障害福祉課

市役所窓口において、障害者福祉センター
や発達支援センター等課題に応じて適切な
相談窓口を案内しました。また、障害者福
祉センターの業務についてホームページか
らの情報発信や、情報誌の定期発行を行い
ました。

市役所窓口において、障害者福祉センターや発達支援
センター等課題に応じて適切な相談窓口を案内しま
す。また、障害者福祉センターの業務についてホーム
ページからの情報発信や、情報誌の定期発行を行いま
した。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

民生委員・児童委員の周知
健康福祉政策課
（旧：社会福祉
課）

市ホームページや広報くさつ、ＦＭくさつ
等で民生委員・児童委員の制度や活動の内
容について周知しました。
・民生委員・児童委員数　248人

市ホームページやFMくさつ、研修会などを通じて、
民生委員・児童委員の制度や活動の内容について周知
しました。
・民生委員・児童委員数　245人(H30.3.31現在)

〇

民生委員制度創設100周年の年でもあり、
100周年記念講演会や市民対象の研修会を開
催するなど、様々な手法を通じて民生委員・
児童委員活動を周知することができました。

身体障害者相談員、知的障害者相
談員の周知

障害福祉課
障害のある人や家族、協力者の悩みや相談
に応じるため、窓口に相談員の名簿の書い
たパンフレットを置き、周知しました。

障害のある人や家族、協力者の悩みや相談に応じるた
め、窓口に相談員の名簿の書いたパンフレットを置
き、周知しました。

○
障害者およびその家族からの相談に応じ、必
要な援助を行うことにより障害者の福祉の増
進を図ることができました。

精神障害者相談員の設置の検討 障害福祉課

精神障害者相談員を２名設置し、精神障害
者およびその家族からの相談に応じ、必要
な援助を行うことにより障害者の福祉の増
進を図りました。
・設置数　2名（相談件数：120件）

精神障害者相談員を２名設置し、精神障害者およびそ
の家族からの相談に応じ、必要な援助を行うことによ
り障害者の福祉の増進を図りました。
・設置数　2名（相談件数：209件）

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

各種相談機関とサービス提供事業
所等との連携強化

障害福祉課
孤立化防止対策事業について、草津市障害
児（者）自立支援協議会で報告を行い、各
関係機関に周知を図りました。

孤立化防止対策事業のうち、訪問活動・サロン運営に
ついて障害者家族会に委託を行い、草津市障害児
（者）自立支援協議会構成機関に協力をいただき実施
しました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

セーフティーネット（安全網）の
構築に向けた検討

障害福祉課
前年度、前々年度に実施したアンケートを
基に抽出した世帯を対象に、支援・見守り
を実施しました。

過年度に実施したアンケートを基に抽出した世帯を対
象に、支援・見守りを実施します。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

孤立化防止対策事業（再掲） 障害福祉課

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、障害者世帯の調査を行
うとともに、支援者間の情報共有や見守
り、訪問活動の促進を図りました。事業を
障害者団体に委託して実施しました。
・実施数　1事業（訪問19件）

高齢者と障害者で構成される世帯など、特に支援が必
要と思われる世帯が地域で安心して暮らせるよう、支
援者間の情報共有や見守り、訪問活動の促進を図ると
ともに、障害者団体に委託し、障害者世帯への訪問や
養護者等のサロンを実施しました。
・実施数　1事業

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

市役所窓口において、障害者福祉センター
や発達支援センター等課題に応じて適切な
相談窓口を案内します。また、障害者福祉
センターの業務についてホームページから
の情報発信や、情報誌の定期発行を行いま
す。

継続

民生委員・児童委員の制度や活動内容につ
いて理解を深めるため、引き続き市ホーム
ページ、広報くさつ等を通じて広く市民へ
周知します。

継続
障害のある人や家族、協力者の悩みや相談
に応じるため、窓口に相談員の名簿の書い
たパンフレットを置き、周知します。

継続

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、支援者間の情報共有や
見守り、訪問活動の促進を図るとともに、
障害者団体に委託し、障害者世帯の調査や
養護者等のサロンを実施します。
・実施数　1事業

継続
精神障害者相談員２名の確保に努め、精神
障害者およびその家族へ必要な援助を行い
ます。

継続

孤立化防止対策事業のうち、訪問調査・サ
ロン運営について、草津市障害児（者）自
立支援協議会構成機関に、協力をいただき
実施します。

継続
過年度に実施したアンケートを基に抽出し
た世帯を対象に、支援・見守りを実施しま
す。
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継続
ボランティア活動の振興・支援と
ネットワーク

社会福祉協議会

・第5回ボランティアフェスティバルの開催
「ヒカリ～with you smile～」をテーマに、さま
ざまな人・活動・もの・場所に光を当てたブース
を企画しました。イベントには、社会福祉関係諸
団体と連携したブースを展開し、多数の方々にご
来場いただきました。
開催日：平成28年１０月１5日（土）
場　所：草津市社会福祉協議会
内　容：
・講演会「災害が起こっても助け合えるつながり
づくり～がまだすばい！地域力～」
・ウェルカムアトラクション
協力：ＮＳファミリー、特定ＮＰＯ法人きらら
・ミニふれ愛キッチン、笠縫こどもあそび広場
協力：笠縫学区民生委員児童委員協議会
・デコパージュでかんたん・おしゃれにＤＩＹ
・スヌーズレン　リラックスルームへようこそ
協力：びわこ学園医療福祉センター草津
・きららカフェ＆生演奏・ゴスペルで素敵なひと
時を…
協力：特定ＮＰＯ法人きらら、アンサンブル
dolce、ニコラーズ
・熊本地震義援金募集と光るミサンガのお渡し
ミサンガ作成協力：特定ＮＰＯ法人きらら
・外ブース　スタンプラリー
模擬店等　出店団体：
立ち寄りカフェゆかい家、ふれあいハウス絆、鳩
が森　麺の会、Ｖ・ハナミズキ、草津市ボラン
ティア連絡協議会、草津市老人クラブ連合会、草
津市赤十字奉仕団、草津ローターアクトクラブ、
特定ＮＰＯ法人ディフェンス、テックウィン草
津、ワークステーションわかたけ、草津市コミュ
ニティ事業団、クサツエストピアホテル、増屋製
氷
スタンプラリー景品作成協力：特定ＮＰＯ法人
アイ・コラボレーション
ビーズ販売：本会で支援している地権利用者が作
成したビーズの販売
対　象：市民（ボランティア活動者、地域サロン
団体を含む）
参加者：900人
運営ボランティア：67人

○地域サロン活動者交流会
対象：地域サロンボランティア・地域サロン参加
者
頻度：年１回
参加者数：１13人（５1サロン）
内容：今年度の交流会では、「おもてなしの大切
さ」を重視し、話し合いの場として名刺交換会で
交流を図り、担い手の皆さんの悩みや課題を共有
し、新しいメニュー作りの提案などを実施して、
これからのサロン活動継続と活性を目的として実
施しました。

〇ボランティアフェスティバル
対象：ボランティアセンター登録ボラン
ティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：テーマ「いつもと違う一日を｝
　１０月の第４土曜日は、「make a
difference day～変化を起こす日～」とし
て、イギリスやアメリカで開催されている
ボランティアデーです。「金銭ではなく、
あなたの時間を提供してください」と呼び
かけ、人々が直接実施するボランティア活
動を促進しています。
　今年のボランティアフェスティバルも、
１０月の第４土曜日に開催することにあわ
せて、テーマを「いつもと違う一日を」と
し、今日のチャレンジをきっかけにしてボ
ランティアへの意識をもってもらえる、ま
たは変わってもらえるように、そして来て
くださった方には明日から見る世界が少し
違うものになるようなイベントとします。
　ボランティアフェスティバルのボラン
ティア募集については、市社協広報紙「社
協くさつ」やホームページ等で周知啓発
し、市内の中学・高校生、市内外の大学
生、社会人に広く呼びかけます。

○地域サロン活動者交流会
対象：地域サロンボランティア・地域サロ
ン参加者
頻度：年１回
参加者数：１００人
内容：サロン活動中の思いなどを話し合
い、他のサロンとの横のつながりをつくる
ため、意見交換や情報交換を行います。

○第６回ボランティアフェスティバルの開催
第６回目の開催となる当年度は、「いつもと違う一日
を～ぼうけん！ふくし　はっけん！わたし～」をテー
マに、ボランティアフェスティバルへ来場してくだ
さった方、各ブースへ参加してくださった方が今日の
チャレンジをきっかけにして、ボランティアの意識を
もってもらったり、または意識が変わってもらえるよ
うな企画を実施しました。同日には、「地域まるごと
草津～活動者編～」についての講演会も開催し、多く
の市民に来場いただきました。
開催日：平成２９年１０月２８日（土）
場　所：草津市社会福祉協議会
内　容：
講演会「地域まるごと草津～活動者編～」　／　ウェ
ルカムアトラクション（湖響太鼓）　／　笠縫こども
あそび広場（笠縫学区民生委員 児童委員協議会）
／
ジェルキャンドルづくり（一心たすけ）　／　一人人
形芝居（一人人形芝居　山添真寛）　／　マジックカ
フェ（立命館大学マジシャン・ワークパートナーきら
ら）　／　地域サロンチラシコンクール（大賞　歌王
カラオケサロン）　／　ふくちゃんイラスト
外ブース
出店者：草津市コミュニティ事業団／草津市赤十字奉
仕団／草津市ボランティア連絡協議会／草津市民生委
員児童委員協議会／草津市老人クラブ連合会／ＪＡＬ
ＡＮ／立ち寄りカフェゆかい家／鳩が森麺の会／Ｖ・
ハナミズキ／ふれあい会食ボランティア／ふれあいハ
ウス絆／増谷製氷／ミックス／ワークパートナーきら
ら／ワークステーションわかたけ
スタンプラリー景品協力：地域福祉権利擁護事業利用
者
ふうせん配布・飾りつけ：くさつバルーンアートふう
せん
・閉会式（ハンドベル演奏（サークルひよこ）
対　象：市民
参加者：約９００人
運営ボランティア：８１人

○地域サロン交流会の開催
今年度の交流会では、「社協サロン」として、おもて
なしの大切さを重視し、過去の交流会のアンケート希
望から特色ある地域サロンの事例発表をし、交流を図
り、これからのサロン活動継続と活性を目的として開
催しました。
開催日：平成３０年２月１９日（月）１３：３０～１
５：４５
場　所：草津市立まちづくりセンター ３階
内　容：事例発表
　地域サロンほほえみ　中嶋　勝治さん　／　中五ゆ
うゆう会　中村　輝也さん　／　ひばりサロン　山元
由美さん
交流会
テーマ　　魅力再発見！　サロンの良さを再認識！！
１０年後を見据えた支え合い活動の基盤づくり
講　師　　大谷大学　文学部社会学科　教授　山下
憲昭さん
参加者　　７３サロン　１５２人（男性５５人　女性
９７人）

○

当日は雨にもかかわらず、約９００人の市民
の方に参加いたただき、その中で、ワーク
パートナ―きららによるカフェや、模擬店
ブースへの出店を通し、障害者の働く姿をみ
せることができました。会場のいたる所で車
いす利用の障害者の方々を見かけることで、
障害者も地域でともに暮らしているというこ
とを感じてもらう機会となりました。
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地域ごとの福祉施設等による地域
貢献活動

障害福祉課
福祉センターにおける地域交流事業を始め
とする地域福祉活動を推進しました。

福祉センターにおける地域交流事業を始めとする地域
福祉活動を推進しました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

〇ボランティアコーディネーターの配置
ボランティアセンターに、社会福祉士資格
をもったボランティアコーディネーターを
複数配置することによりセンター機能を強
化しました。
ボランティアセンターでは、ボランティア
の需給調整、ボランティアグループリスト
の作成を行うとともに、ボランティア入門
講座を実施しました。
（傾聴講座）
　第１講座　　傾聴とはⅠ（基礎編）
　平成28年12月12日　参加者53人
　第２講座　　傾聴とはⅡ（応用編）
　平成28年12月19日　安価者51人
　第３講座　　体験実習
　平成29年 １月16日　参加者42人
　第４講座　　活動発表
　平成29年 １月23日　参加者34人

〇福祉体験教室の実施
小学校・中学校、町内会等へ出向き、ボラ
ンティア相談受付や社会福祉施設との連携
によるボランティア体験、福祉体験などを
通して福祉やボランティアの理解を広げる
ために実施しました。
８小・中学校、４団体で実施

マンネリ化していたボランティア情報誌「よ
み～な」については、今年度で廃止し、ボラ
ンティア募集情報や助成情報などは、随時
ホームページや全戸配布の「社協くさつ」な
どへ掲載し、ボランティアの周知・啓発を行
いました。
切手収集ボランティアについては、前年度に
比べ倍近い件数が寄せられ、クラフトチラシ
での送付についても数件あり、チラシ配布に
よる効果が確認できました。

〇ボランティアセンターの機能強化に向け
て、従来のボランティアの需給調整、ボラ
ンティアグループリストの作成のほか、平
成２９年度は新たにボランティア受け入れ
調査を実施し、ボランティアセンターの
マッチング機能強化を図るとともに、住民
や施設へ情報提供を行います。
〇また、ボランティア活動への理解を深
め、活動への参加をすすめ、活動者の拡大
を目的とした生活支援ボランティア養成
（傾聴・送迎・個別支援）講座等を地域で
開催します。
また、学区社協で開催されるボランティア
講座の企画や、ボランティアグループ立ち
上げまでを支援します。

ボランティア活動や地域福祉活動の理解を
広げるため、ボランティア体験教室を行い
ます。また、子どもたちの福祉への理解を
すすめ、学びを支援するために、福祉学習
機材の貸出やボランティア派遣を行いま
す。

継続
福祉センターにおける地域交流事業を始め
とする地域福祉活動を推進します。

継続 ボランティアセンターの活用促進

社会福祉協議会

○市ボランティアセンター事業
ボランティアの受給調整をすることで、社
会福祉施設等へのボランティアの紹介や情
報提供をし、実践の場を提供しました。
・登録ボランティア：個人13人、319団体
4,565人（Ｈ29．3月末現在）

○ボランティア情報紙「よみ～な」発行
５月、９月、２月の年３回発行しました。
５月には活動の充実のための助成金情報の
提供等を行い、９月にはボランティアメン
バーの呼びかけやボランティア連絡協議会
の活動内容のご紹介、２月には安心して活
動いただくためのボランティア保険につい
ての情報提供等を行いました。
部　数：2,500部
配布先：地域サロン、ボランティアグルー
プ、市内福祉施設、学区社協、学区民児
協、
市民センター、シルバー人材センター、隣
保館、コミュニティ事業団、図書館、
アミカホール、市関係各機関

今年度は、ボランティアセンター機能強化
を進めていきます。
○市ボランティアセンター事業
　ボランティアの受給調整をすることで、
社会福　祉施設等へのボランティアの紹介
や情報提供をし、実践の場を提供します。
○ボランティアアンケートの実施
　施設にアンケートを実施し、今まで把握
できなかったニーズを知り、新たなボラン
ティア活動の場を開拓をします。
○ボランティア情報紙「よみ～な」発行
　例年とは違い、ボランティア活動者の活
動の声を多く紙面に載せていきます。
○収集ボランティア
　子どもから高齢者までだれでもどこでも
できる収集ボランティアの啓発チラシを作
成します。また、啓発パネルを作成し、市
民に周知します。
○「心のこもった宝箱」（事例集）
　ボランティア活動者が活動に至った経緯
等を載せた事例集を作成し、ボランティア
に興味をもっていただける冊子にします。
○男性の活躍の場
　定年退職された男性が、地域の方と関わ
り、新たに生きがいをもっていただけるよ
うなきっかけの講座として、ボランティア
グループによるうどん打ち講座を開催しま
す。

○市ボランティアセンター事業
　ボランティアの受給調整をすることで、社会福祉施
設等へのボランティアの紹介や情報提供をし、実践の
場を提供しました。
・登録ボランティア：個人12人、３３１団体5,012
人（Ｈ３０．3月末現在）
〇ボランティアアンケートの実施
　市内51ケ所の高齢者福祉施設へボランティアの希
望に関するアンケートを実施し、26ケ所から回答を
いただいた。これを基にボランティア募集一覧を作成
し、ホームページ掲載や市社協の受給ボードへ掲示し
ました。
○ボランティア情報紙「よみ～な」発行
　5月、3月の年２回発行しました。５月には地域サ
ロン紹介や電話訪問事業紹介、ボランティアグルー
プ・地域サロン活動の充実のための助成金情報の提供
等を行い、３月にはボランティアグループ紹介、ボラ
ンティア募集、安心して活動いただくためのボラン
ティア保険についての情報提供等を行いました。
部　数：1,400部
配布先：地域サロン、ボランティアグループ、市内福
祉施設、学区社協、学区民児協、図書館、地域まちづ
くりセンター、シルバー人材センター、隣保館、草津
市コミュニティ事業団、アミカホール、市関係各機関
〇収集ボランティア
 身近にできるボランティアの1つとして切手収集ボラ
ンティアについて、裏が封筒になるクラフトチラシを
作成し、市内の小中学校やまちづくりセンターなどに
配布し周知啓発を行いました。
配布数：3,026枚
配布先：登録ボランティアグループ、地域サロン、学
区社協、学区民児協、市役所、地域包括支援セン
ター、草津市コミュニティ事業団、地域まちづくりセ
ンター、図書館、隣保館等
〇「心のこもった宝箱」（事例集）
　これまでボランティア活動をしたことのない方々の
興味や関心を高めるため、また、ボランティア活動者
の思いなど、ボランティアの魅力を感じてもらえる内
容を盛り込んだ冊子を作成し配布しました。
部　数：６００部
配布先：学区社協、他市社協、学区民児協、小・中学
校、草津養護学校、草津市コミュニティ事業団、福複
センター、図書館、地域まちづくりセンター、テクノ
カレッジ、隣保館、
草津宿街道交流館、老人クラブ、シルバー人材セン
ター、市関係各機関　他
〇男性の活躍の場づくり
　地域との関わりが少ない団塊の世代の男性を中心に
ボランティアとして地域で活動していただくことを目
的として、またボランティア人口拡大を目指し、ボラ
ンティア活動の魅力を知り、ボランティアを始める
きっかけにしてもらえるよう全２回の講座を実施しま
した。
第1回　1月21日（日）12人
第2回　3月17日（土）21人
　

〇
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障害者福祉センターにおける地域
福祉活動

障害福祉課

障害者福祉センターが地域交流事業として
地域のまつりに参加、１２月１０日にはも
ちつき大会を開催するなど、地域交流を促
進しました。また、地元渋川学区まちづく
り協議会に参加をし、地域福祉活動を推進
しました。

障害者福祉センターで夏祭り（7月29日）やもちつ
き大会（12月9日）等の地域交流事業や世代間交流
事業を実施し、障害者問題に関する正しい理解と知識
を深め、住みよいまちづくりの推進を図りました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

　

　　

　①相談支援・ケアマネジメントの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５３ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

障害者福祉センターを核とした機
能の強化

障害福祉課

様々な障害者のニーズに対応するため、障
害者福祉センターや精神障害者地域生活支
援センター「風」で障害者やその関係者か
らの相談に応じ、必要な支援を行うととも
に、障害者の自立と地域生活を支援しまし
た。
・相談件数　37,396件

様々な障害者のニーズに対応するため、市立障害者福
祉センターや精神障害者地域生活支援センター「風」
で障害者やその関係者からの相談に応じ、必要な支援
を行うとともに、障害者の自立と地域生活を支援しま
した。
・相談件数　33,896件

○

計画相談支援事業所が増え相談件数は減りま
したが、様々な障害者のニーズに対応した相
談支援を行うことで障害者の自立と地域生活
を支援することができました。

基本相談、地域相談支援の充実 障害福祉課

○基本相談
障害者福祉センターや精神障害者地域生活
支援センター「風」に委託しました。

○地域相談支援
障害者支援施設の入居者、または精神科病
棟に入院中の方を地域生活に移行するため
の支援を行いました。
・利用者数　３人

○基本相談
障害者福祉センターや精神障害者地域生活支援セン
ター「風」に委託し、実施しました。

○地域相談支援
障害者支援施設の入居者、または精神科病棟に入院中
の方を地域生活に移行するための支援を行いました。
・利用者数　２人

○
委託等適切に行い、事業を実施することがで
きました。

計画相談支援の実施 障害福祉課

障害福祉サービスおよび地域相談支援を利
用するすべての障害者を対象に、サービス
利用時にサービス等利用計画の策定、サー
ビス等の利用状況の検証と計画の見直し、
その他サービス事業所等との連絡調整を行
いました。
・利用者数　7９１人

障害福祉サービスおよび地域相談支援を利用するすべ
ての障害者を対象に、サービス利用時にサービス等利
用計画の策定、サービス等の利用状況の検証と計画の
見直し、その他サービス事業所等との連絡調整を行い
ました。
・利用者数　1,143人

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

障害児相談支援の実施
発達支援セン
ター

障害児通所支援等の福祉サービスを申請し
た保護者と子どもに対して、障害児支援利
用計画を作成しながら、継続的に利用状況
を把握し、地域生活を支援しました。
・利用者数 　277件（セルフプラン含む）

障害児通所支援等の福祉サービスを申請した保護者と
子どもに対して、障害児支援利用計画を作成しなが
ら、継続的に利用状況を把握し、地域生活を支援しま
した。
・利用者数　311件（セルフプラン含む）

〇
福祉サービスの利用者の増加に対して、相談
員を1名増員し、相談ニーズに対応できるよ
うに努めました。

身体障害者相談員、知的障害者相
談員の活用

障害福祉課

身体障害者相談員および知的障害者相談員
を設置し、障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図りました。

身体障害者相談員および知的障害者相談員を設置し、
障害者およびその家族からの相談に応じ、必要な援助
を行うことにより障害者の福祉の増進を図りました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続

障害者福祉センターでのまつり等地域交流
事業や世代間交流事業を実施し、障害者問
題に関する正しい理解と知識を深め、住み
よいまちづくりの推進を図ります。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野７：相談支援体制の充実と情報受発信の強化

区分 Ｈ２9事業計画

継続

障害児通所支援等の福祉サービスを申請し
た保護者と子どもに対して、障害児支援利
用計画を作成しながら、継続的に利用状況
を把握し、地域生活を支援します。
・利用者数　269件

継続

身体障害者相談員および知的障害者相談員
を設置し、障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図ります。

継続

様々な障害者のニーズに対応するため、市
立障害者福祉センターや精神障害者地域生
活支援センター「風」で障害者やその関係
者からの相談に応じ、必要な支援を行うと
ともに、障害者の自立と地域生活を支援し
ます。
・相談件数　57,104件

継続

○基本相談
障害者福祉センターや精神障害者地域生活
支援センター「風」に委託し、実施しま
す。

○地域相談支援
障害者支援施設の入居者、または精神科病
棟に入院中の方を地域生活に移行するため
の支援を行います。
・利用者数　9人

継続

障害福祉サービスおよび地域相談支援を利
用するすべての障害者を対象に、サービス
利用時にサービス等利用計画の策定、サー
ビス等の利用状況の検証と計画の見直し、
その他サービス事業所等との連絡調整を行
います。
・利用者数　909人
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精神障害者相談員の設置の検討
（再掲）

障害福祉課

精神障害者相談員を２人設置し、精神障害
者およびその家族からの相談に応じ、必要
な援助を行うことにより障害者の福祉の増
進を図りました。
・設置数　2人（相談件数：120件）

精神障害者相談員を２人設置し、精神障害者およびそ
の家族からの相談に応じ、必要な援助を行うことによ
り障害者の福祉の増進を図りました。
・設置数　2人（相談件数：２０９件）

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

湖南福祉圏域における相談支援事
業の充実

障害福祉課

様々な障害者のニーズに対応するため、障
害者福祉センターや精神障害者地域生活支
援センター「風」で障害者やその関係者か
らの相談に応じ、必要な支援を行うととも
に、障害者の自立と地域生活を支援しまし
た。
・相談件数　37,396件

様々な障害者のニーズに対応するため、市立障害者福
祉センターや精神障害者地域生活支援センター「風」
で障害者やその関係者からの相談に応じ、必要な支援
を行うとともに、障害者の自立と地域生活を支援しま
した。
・相談件数　33,896件

○
様々な障害者のニーズに対応した相談支援を
行うことで障害者の自立と地域生活を支援す
ることができました。

ピアカウンセリング・ピアサポー
ト（仲間同士の支え合い）の充実

障害福祉課

障害者福祉センターにおいて、ピアカウン
セラーを育成するために「ピアカウンセ
ラー養成講座」を実施しました。
・開催回数　６回

障害者福祉センターにおいて、ピアカウンセラーを育
成するために「ピアカウンセラー養成講座」を実施し
ました。
・開催回数　6回

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

乳幼児発達相談指導の充実

子育て相談セン
ター
（旧：健康増進
課）

乳幼児健診、経過観察相談、個別発達相談
にて、発達状況の確認や障害の早期発見・
早期療育を推進しました。

乳幼児健診、経過観察相談、個別発達相談にて、発達
状況の確認や障害の早期発見・早期療育を推進しまし
た。
・延べ実績人数　２２７人

〇
乳幼児健診、経過観察相談、個別発達相談に
て、発達状況の確認や障害の早期発見・早期
療育を推進しました。

本人・家族への教育相談・就学相
談の充実

学校教育課

○就学相談事業
就学先や在籍異動で悩んでおられる保護
者・本人に対して、必要な情報を提供する
ための相談を行いました。
・夏季就学相談　7日間
・秋季就学相談　1日間

○学校見学
特別支援学校および市内小中学校での学校
見学などを実施し、就学前に学校の詳細な
情報提供を行いました。

○就学相談事業
就学先や在籍異動で悩んでおられる保護者・本人に対
して、必要な情報を提供するための相談を行いまし
た。
・夏季就学相談　7日間
・秋季就学相談　1日間
併せて、必要に応じて臨時の就学相談を開催しまし
た。
○学校見学
特別支援学校および市内小中学校での学校見学などを
実施し、就学前に学校の詳細な情報提供を行いまし
た。

◎

・年々増加する就学相談に対して、可能な限
りの就学相談を実施することができました。
就学相談まで至らなかったケースについて
も、保護者への情報提供、校園所間の情報共
有・連携などを行い、子ども・保護者の不安
を軽減し、スムーズな就学の決定につながり
ました。
・義務教育終了後の切れ目ない支援の必要性
や、関係機関の連携の重要性について確認
し、それぞれの業務・役割についての共通認
識を図れました。

５歳相談の実施（再掲）
発達支援セン
ター

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援しました。
・年間相談者数　52名

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの保護者に
対して、相談に応じ、スムーズな就学への移行を支援
しました。
・年間相談者数　48人

〇
5歳相談を通して個別支援計画を作成し、希
望者には学校へ引継ぎを行いました。

継続
精神障害者相談員２名の確保に努め、精神
障害者およびその家族へ必要な援助を行い
ます。

継続

○就学相談事業
就学先や在籍異動で悩んでおられる保護
者・本人に対して、必要な情報を提供する
ための相談を行います。
・夏季就学相談　7日間
・秋季就学相談　1日間

○学校見学
特別支援学校および市内小中学校での学校
見学などを実施し、就学前に学校の詳細な
情報提供を行います。

継続

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援します。
・年間相談者数　47名

継続

様々な障害者のニーズに対応するため、市
立障害者福祉センターや精神障害者地域生
活支援センター「風」で障害者やその関係
者からの相談に応じ、必要な支援を行うと
ともに、障害者の自立と地域生活を支援し
ます。
・相談件数　57,104件

継続
障害者福祉センターにおいて、ピアカウン
セラーを育成するために「ピアカウンセ
ラー養成講座」を実施します。

継続
乳幼児健診、経過観察相談、個別発達相談
にて、発達状況の確認や障害の早期発見・
早期療育を推進します。
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　②情報受発信の強化 ※草津市障害者計画（後期計画）５４ページ

手帳交付時等における情報提供 障害福祉課

手帳交付時、窓口において関連する制度に
ついて、更に周知を徹底するとともに改正
された制度についても啓発と理解促進に努
めました。

手帳交付時に、窓口において関連する制度について、
更に周知を徹底しました。

〇
計画通り、事業を実施することができまし
た。

広報課

○人にやさしい広報作成事業
視覚障害のある人に市政情報を提供できる
よう、声の広報や点字版広報を作成・配布
しました。

・点字版広報（月１回発行）
　発行部数　月３部
　希望者に配布するほか、障害者福祉セン
ターにも設置

・声の広報（月１回発行）
　発行部数　月５部
　希望者に配布するほか、図書館にも設置

○人にやさしい広報作成事業
視覚障害のある人に市政情報を提供できるよう、声の
広報や点字版広報を作成・配布しました。

・点字版広報（月１回発行）
　発行部数　月４部
　希望者（３部）に配布するほか、障害者福祉セン
ター（１部）にも設置

・声の広報（月１回発行）
　発行部数　月９本
　希望者（６本）に配布するほか、図書館（３本）に
も設置

○
情報を必要としている人のニーズに応え、正
しくこまやかな情報提供を行うことができ
た。

障害福祉課

視覚障害者の情報取得を支援するととも
に、障害者の社会参加を促進し、福祉の増
進を図るため、点字新聞による情報取得が
必要な視覚障害者に点字新聞の購読料の一
部を助成しました。
・助成実施人数　１人

視覚障害者の情報取得を支援するとともに、障害者の
社会参加を促進し、福祉の増進を図るため、点字新聞
による情報取得が必要な視覚障害者に点字新聞の購読
料の一部を助成しました。
・助成実施人数　１人

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

広報紙等を通じた知識普及と意識
啓発の充実

障害福祉課
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ました。

広報紙を通じて、障害と障害者への理解についての知
識普及と意識啓発の充実に努めました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

身体障害者相談員、知的障害者相
談員の活用（再掲）

障害福祉課

身体障害者相談員および知的障害者相談員
を設置し、障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図りました。

身体障害者相談員および知的障害者相談員を設置し、
障害者およびその家族からの相談に応じ、必要な援助
を行うことにより障害者の福祉の増進を図りました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続
手帳交付時、窓口において関連する制度に
ついて、更に周知を徹底します。

継続

身体障害者相談員および知的障害者相談員
を設置し、障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図ります。

継続

広報紙の点字版、声の広報など

○人にやさしい広報作成事業
視覚障害のある人に市政情報を提供できる
よう、声の広報や点字版広報を作成・配布
します。

・点字版広報（月１回発行）
　発行部数　月４部
　希望者（３部）に配布するほか、障害者
福祉センター（１部）にも設置

・声の広報（月１回発行）
　発行部数　月８本
　希望者（５本）に配布するほか、図書館
（３本）にも設置

継続

視覚障害者の情報取得を支援するととも
に、障害者の社会参加を促進し、福祉の増
進を図るため、点字新聞による情報取得が
必要な視覚障害者に点字新聞の購読料の一
部を助成します。

継続
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ます。

27



　

　①障害者の人権や障害に対する教育・啓発活動の充実　　　　※草津市障害者計画（後期計画）５６ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

学校教育等を通じた福祉教育の充
実

学校政策推進課

市内全小中学校において、各教科、特別活
動、総合的な学習の時間等において、当該
学年の発達の段階に応じた障害者理解を深
めるための、体験的で、問題解決的な学習
を行いました。また各校の教育課程に応じ
て、市や県の社会福祉協議会等と連携し
て、車いす体験、アイマスク体験、シニア
体験、障害者との交流など体験的な活動を
実施しました。
・実施校：小学校１４校、中学校６校
　　　　　　　　　（１００％実施）

市内全小中学校において、各教科、特別活動、総合的
な学習の時間等において、体験的で問題解決的な学習
を通して、障害者理解を深めました。また各校の教育
課程に応じて、草津市社会福祉協議会や福祉関係団体
と連携して、車いす体験、手話・点字の学習、盲導犬
についての学習、障害者との交流など体験的な活動を
実施しました。
・実施校：小学校１４校、中学校６校
　　　　　　　　　（１００％実施）

○
小中学校ともに、教育課程の中に体験的で問
題解決的な障害者教育が根付きました。

○

・人権セミナーにおいては、計画どおり、実
施し３７名の受講者があった。また、第３０
回いのち・愛・人権のつどいの啓発パネル展
示については、８００名の参加者があり、多
くの人に障害者に対する正しい理解と支援に
ついて啓発することができました。また、障
害者の人権関連図書の購入、閲覧、貸出や、
障害者の人権関連啓発パネルの作成・貸出に
より、障害者の人権について、関心を高める
ことができました。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策２：障害と障害のある人への理解促進と尊厳の保持

区分 Ｈ２9事業計画

○人権セミナー（第１回）
「人権って何だろう。」をテーマに滋賀県人権セン
ターの職員を講師に迎え、さまざまな人権の中で障害
者の人権について学習し、障害に対し理解を深めまし
た。
・開催日時　平成2９年７月１４日（金）
・場所　草津市立人権センター
・内容
　講演テーマ「人権って何だろう」
　講師　滋賀県人権センター　福田　定円さん

○第３０回いのち・愛・人権のつどい（パネル展示）
「さまざまな人権」をテーマに開催する第３０回いの
ち・愛・人権のつどいにおいて、さまざまな人権啓発
パネルを展示する中で、「障害者の人権」の内容（障
害者差別解消法の周知やユニバーサルデザインのまち
づくり推進等々）の啓発パネルを展示し、障害者の人
権の理解を深めました。。
・開催日時　平成2９年９月２３日（土・祝）
・会場　草津クレアホール　ホワイエ（ホール前）

○人権啓発図書の購入および貸出し
・障害者の人権の関連図書・ＤＶＤを購入し、閲覧・
貸出しを行いました。
・新しく購入した障害者に関する図書
「顔ニモマケズ」「自閉症の僕が跳びはねる理由１・
２」「自閉症の僕の七転び八起き」「生きづらいと
思ったら親子で発達障害でした」「パニック症（パ
ニック障害）の人の気持ちを考える本」
・新しく購入した障害者に関する図書
　｛精神障害者　歪んだイメージを問い直す」

○障害者人権関連啓発パネルの作成
・「街で見かける障害者に関するマーク」の啓発パネ
ルを作成しました。
　パネルＢ２判×４種類

継続

市内全小中学校（２０校）において、各教
科、特別活動、総合的な学習の時間に、障
害者理解を深めるための体験的で、問題解
決的な学習を行います。また各校の教育課
程に応じて、各関係団体・組織と連携しな
がら、車いす体験、アイマスク体験、障害
者との交流など体験的な活動を実施しま
す。

継続
障害のある人の人権擁護のための
セミナーや広報紙による啓発活動

の推進
人権センター

○第２９回いのち・愛・人権のつどいの開
催
平成２８年４月から「障害者差別解消法」
が施行されたことに伴い、「障害者の人
権」をテーマとし開催しました。
・開催日　平成２８年９月２２日（木・
祝）
・場所　草津市立草津クレアホール
・内容
　テノール歌手　新垣　勉さんによる「お
しゃべりコンサート」
　各種障害者団体の活動等を紹介する「障
害者施設の仲間たち」のパネル展示と障害
者施設作品展示・販売を行いました。

○人権セミナー（第６回）
第２９回いのち・愛・人権のつどいのプレ
イベントと兼ねて、障害者の人権をテーマ
とした映画の上映会を開催し、障害に対す
る正しい認識と障害者への理解を深める啓
発を行いました。
・開催日　平成２８年９月１５日（木）
　　　　　　１９時～２１時
・場所　　草津市立人権センター　２階大
会議室
・内容
　　　　映画「くちづけ」上映会

○障害者の人権の関連図書「自閉症くんは
１年生」・「相方は統合失調症」・「発達
障害の子がぐーんと伸びる心と体の育て
方」等々を購入し、閲覧・貸出しを行いま
した。

○人権セミナー（第１回）
「人権って何だろう。」をテーマに滋賀県
人権センターの職員を講師に迎え、さまざ
まな人権の中で障害者の人権について学習
を深めます。
・開催日時　平成2９年７月１４日（予定）

○第３０回いのち・愛・人権のつどい（パ
ネル展示）
「さまざまな人権」をテーマに開催する第
３０回いのち・愛・人権のつどいにおい
て、「障害者の人権」の内容の啓発パネル
を展示し、障害者の人権の理解を深めま
す。
・開催日時　平成2９年９月２３日（予定）

○人権啓発図書・ＤＶＤの購入および貸出
し
・内容を協議し、障害者の人権の関連図
書・ＤＶＤを購入し、閲覧・貸出しを行い
ます。

28



精神障害者や発達障害、難病、高
次脳機能障害などに関する正確な
知識の普及のための啓発活動や研
修の実施

障害福祉課

精神障害者家族会ひまわりの会に精神障害
についての理解を深めるための講習を委託
し、障害に対する正確な知識の普及に努め
ました。

精神障害者家族会ひまわりの会に精神障害についての
理解を深めるための講習を委託し、障害に対する正確
な知識の普及に努めました。
・開催日時　平成２９年１１月２５日（土）
・場所　市民交流プラザ
・内容
 「自分らしく生きるために～WRAP元気回復行動プ
ラン～」
・参加人数　４１人

○
精神障害についての正確な知識の普及のため
講習会を開催し、新聞にも掲載されたことか
ら広く周知することができました。

こころの健康づくりに関する啓発
活動の推進

障害福祉課
健康増進課

精神疾患を抱える人やその家族が地域で暮
らしやすい環境をつくるため、市民が精神
疾患への理解を深められるよう、広報くさ
つ8月1日号『こんにちは保健師』 にうつ病
に関する記事、3月1日号特集記事ではゲー
トキーパーに関する記事および精神障害者
による詩を掲載しました。

○精神疾患を抱える人やその家族が地域で暮らしやす
い環境をつくるため、市民が精神疾患への理解を深め
られるよう、精神保健啓発事業委託しているひまわり
会の講演会開催ついて、広報くさつ１１月15日号に
掲載しました。
また、市民が自殺や精神疾患への理解を深められるよ
う、広報くさつ9月1日号特集記事では自殺したい気
持ちを乗り越えた事例等を掲載しました。

○自殺予防週間に合わせ、南草津駅前にて街頭啓発を
行いました。

〇

○ひまわり会の講演会は、４１人の参加があ
り、市民が精神疾患について理解を深めるよ
う、啓発ができました。

○精神疾患に関する記事を広報に掲載するこ
とで、市民が精神疾患について理解を深める
よう、啓発ができました。

障害者週間などの啓発事業の推進 障害福祉課
広報紙を通じて、障害者週間などの啓発事
業の推進を図りました。

広報誌を通じて、障害者週間などの啓発事業の推進を
図りました。

〇
計画通り、事業を実施することができまし
た。

ロゴ・マークの普及や障害福祉の
用語などの理解促進

障害福祉課
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ました。

広報誌を通じて、障害と障害者への理解についての知
識普及と意識啓発の充実に努めました。

〇
計画通り、事業を実施することができまし
た。

障害者差別解消法に関する取組み 障害福祉課

職員研修を行い、障害者差別解消法につい
て周知するとともに、当事者の参加を得て
ワークショップを開催し、差別解消に向け
た具体的な取り組みについての意見を障害
者求め、「草津市職員対応要領」に反映さ
せました。

精神障害についての正確な知識の普及のため講習会を
開催し、新聞にも掲載されたことから広く周知するこ
とができました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

　②ふれあい・交流の機会拡充 ※草津市障害者計画（後期計画）５６ページ

障害者福祉センター等でのふれあ
い・交流事業の推進

障害福祉課

障害者福祉センターで教養文化講座を開講
し、障害者の社会参加や地域交流の場を提
供しました。また、いきいきふれあい交流
サロンとして障害者福祉センターを拠点に
障害者と地域とのふれあい、交流の場を提
供しました。

障害者福祉センターで教養文化講座を開講し、障害者
の社会参加や地域交流の場を提供しました。また、い
きいきふれあい交流サロンとして障害者福祉センター
を拠点に障害者と地域とのふれあい、交流の場を提供
しました。
・講座内容　絵手紙、陶芸、絵遊び、アート、パソコ
ン　等

○

障害者福祉センターを拠点に障害者と地域と
のふれあい、交流の場を提供することで、障
害と障害のある人への理解を広げることがで
きました。

学校・特別支援学校、福祉施設等
の交流活動の充実（再掲）

学校教育課

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定しました。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しまし
た。

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒と、小中学
校との交流の場を年間２～３回設定しました。
○障害者理解について、各小中学校において、道徳、
特別活動、総合的な学習の時間等を活用しながら、福
祉教育を推進しました。

○

草津養護学校と市内小学校とが連携し、草津
養護学校に通う草津市内の児童生徒が在住す
る地域の子どもたちと交流する場を確保し、
保護者や本人の希望に沿った活動を行いまし
た。また近隣の小中学校と草津養護学校との
交流活動も行いました。

福祉施設等が主催する地域交流行
事等への支援

障害福祉課
福祉施設等で行われるまつり等地域交流事
業について支援しました。

福祉施設等で行われるまつり等地域交流事業について
支援しました。

○
福祉施設等で行われるまつり等地域交流事業
について支援したことで、障害と障害のある
人への理解を広げることができました。

継続

精神障害者家族会ひまわりの会に精神障害
についての理解を深めるための講習を委託
する等、障害に対する正確な知識の普及に
努めます。

継続
市民が精神疾患への理解を深められるよ
う、広報くさつ等での啓発活動を継続しま
す。

継続
広報紙を通じて、障害者週間などの啓発事
業の推進を図ります。

継続

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定します。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しま
す。

継続
福祉施設等で行われるまつり等地域交流事
業について支援します。

継続
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ます。

継続

職員研修を行い、障害者差別解消法につい
て周知するとともに、障害者差別解消法に
かかる合理的配慮を行うための環境の整備
等具体的な取り組みの検討を行います。

継続

障害者福祉センターで教養文化講座を開講
し、障害者の社会参加や地域交流の場を提
供します。また、いきいきふれあい交流サ
ロンとして障害者福祉センターを拠点に障
害者と地域とのふれあい、交流の場を提供
します。
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　③当事者団体活動等の促進 ※草津市障害者計画（後期計画）５６ページ

当事者団体活動等の育成・支援と
ネットワーク

障害福祉課
障害者団体の活動を支援するため活動補助
金を交付しました。
・実施数　9箇所

障害者団体の活動を支援するため活動補助金を交付し
ました。
・実施数　9箇所

○
補助金の交付により障害者団体の活動を支援
することができました。

　④権利擁護システムの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５７ページ

第三者評価によるサービス等評価
や適切な苦情対応など、事業者に
よるサービスの質の確保・向上に
関する取り組みの促進

障害福祉課
事業者が利用者の人権に配慮し、利用者主
体のサービス提供がなされるよう県ととも
に働きかけました。

事業者が利用者の人権に配慮し、利用者主体のサービ
ス提供がなされるよう県とともに働きかけました。

○
県とともに適切に対応することができまし
た。

成年後見制度の利用促進 障害福祉課

障害等により判断能力が不十分な方に対し
て相談・申立支援等を行い、成年後見制度
の利用促進を図りました。
・実利用者数　8人（補助金のみ）

障害等により判断能力が不十分な方に対して相談・申
立支援等を行い、成年後見制度の利用促進を図りまし
た。
・実利用者数　９人（補助金のみ）

○
成年後見制度の利用により、障害者の権利の
擁護が図れました。

社会福祉協議会による地域福祉権
利擁護事業の活用促進

社会福祉協議会

生活支援員の委嘱期間満了に伴い、退任さ
れる方もいる事を見越して、新たに生活支
援員５名を増員しました。
また、地域包括支援センターや福祉セン
ター等市機関からの依頼に迅速に応じ、連
携しながら支援を実施しました。

・生活支援員　28人（男性8人、女性20
人）
・相談支援件数　1,355件
・契約者数　　　46人
　（高齢者7人、知的障害者27人、精神障
害者12人）

支援専門員を４人に増員し、利用者に寄り添い、地域
で安心して生活を送れるように支援を行うことで、よ
り一層確実できめ細かな支援を実施しました。
また、地域包括支援センターや福祉センター等市機関
からの依頼に迅速に応じ、連携しながら支援を実施し
ました。

・支援専門員　  4人
・生活支援員　22人（男性6人、女性16人）
・相談支援件数　2,705件
・契約者数　　　43人
　（高齢者5人、知的障害者26人、精神障害者12
人）

〇
支援専門員を増員したことで、相談支援の体
制を整えることができ、きめ細かに利用者へ
の支援を行うことができました。

市民後見人の育成に向けた検討 障害福祉課
市民後見人の育成に向けた検討は行いませ
んでした。

湖南圏域でNPO法人へ委託を行い、市民後見人の育
成についての検討は行いませんでした。

○
市民後見人の育成については、湖南圏域の状
況を見極めた上で必要であれば検討します。

　⑤虐待防止対策の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５７ページ

虐待防止対策支援事業の推進 障害福祉課

障害福祉課内に虐待防止センターを設置
し、虐待の通報や相談に応じました。弁護
士等の専門家に障害者虐待事案への対応方
法について専門的な助言を得ることで支援
体制の専門性の強化を図るとともに、緊急
避難的な措置として、被虐待者を一時的に
保護する居室の確保を行いました。
・新規の通報等受理件数　6件（うち一時保
護　１件）

障害福祉課内に虐待防止センターを設置し、虐待の通
報や相談に応じました。弁護士等の専門家に障害者虐
待事案への対応方法について専門的な助言を得ること
で支援体制の専門性の強化を図るとともに、緊急避難
的な措置として、被虐待者を一時的に保護する居室の
確保を行いました。
・新規の通報等受理件数　７件（うち一時保護　１
件）

○
障害者虐待事案に対し、適切に対応すること
ができました。

継続
障害者団体の活動を支援するため活動補助
金を交付します。
・実施数　9箇所

継続

成年後見制度については、湖南圏域でNPO
法人へ委託していることから、市民後見人
の育成についても湖南圏域の状況を見極め
た上で必要であれば検討します。

継続

障害福祉課内に虐待防止センターを設置
し、虐待の通報や相談に応じます。弁護士
等の専門家に障害者虐待事案への対応方法
について専門的な助言を得ることで支援体
制の専門性の強化を図るとともに、緊急避
難的な措置として、被虐待者を一時的に保
護する居室の確保を行います。

継続
事業者が利用者の人権に配慮し、利用者主
体のサービス提供がなされるよう県ととも
に働きかけます。

継続

障害等により判断能力が不十分な方に対し
て相談・申立支援等を行い、成年後見制度
の利用促進を図ります。
・実利用者数　2人（補助金のみ）

継続

増加するニーズに対応するため、支援専門
員を増員して（３人→４人）、さらにきめ
細かな支援を行えるようにしていきます。
関係機関との連携もさらに強化し、問題を
抱えている人の早期発見と支援開始に繋げ
ていきます。
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　①当事者の参画による福祉のまちづくりの推進　　　※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

主な事業 担当課 Ｈ２8事業実績 Ｈ２9事業実績 評価 評価理由

市民・事業者へのユニバーサルデ
ザインの正しい考え方の普及

障害福祉課

広報紙を通じて、障害と障害のある人への
理解についての知識普及に努めました。
また、事業所内公正採用選考・人権啓発推
進班員による事業所訪問において周知啓発
を行いました。

広報誌を通じて、障害と障害のある人への理解につい
ての知識普及に努めました。

〇
計画通り、事業を実施することができまし
た。

交通政策課
「草津市バリアフリー基本構想」の重点整
備地区内での事業整備の進捗管理を行いま
した。

「草津市バリアフリー基本構想」の重点整備地区内で
の事業整備の進捗管理を行いました。

○
関係機関で計画的に重点整備地区の整備を行
いました。

道路課
草津駅周辺の歩道について、今後のバリア
フリー化実施のための設計業務
（L=2,770m）を実施しました。

草津駅周辺の歩道について、歩道改良工事を実施しま
した。
・延長L＝４４０ｍ

〇
草津市バリアフリー基本構想に基づく選定路
線において適切に事業を実施し、草津駅周辺
の歩道のバリアフリー化を推進しました。

道路課
草津駅周辺の歩道について、今後のバリア
フリー化実施のための設計業務
（L=2,770m）を実施しました。

草津駅周辺の歩道について、歩道改良工事を実施しま
した。
・延長L＝４４０ｍ

〇
草津市バリアフリー基本構想に基づく選定路
線において適切に事業を実施し、草津駅周辺
の歩道のバリアフリー化を推進しました。

交通政策課
「草津市バリアフリー基本構想」の重点整
備地区内での事業整備の進捗管理を行いま
した。

「草津市バリアフリー基本構想」の重点整備地区内で
の事業整備の進捗管理を行いました。

○
関係機関で計画的に重点整備地区の整備を行
いました。

公園緑地課

○児童公園等再整備事業
市内児童公園等３箇所の再整備を行いまし
た。
・木川四石舞児童公園
・田白児童公園
・野村下伊屋田児童遊園

児童公園等３箇所の再整備を行いました。
・野村東公園
・追分丸尾北児童公園
・野路下北池南児童遊園

○
公園を利用する町内会のニーズに合わせて遊
具や外構等に関する再整備を行いました。

総務課

正面玄関、南玄関および西玄関の各出入口
に、老朽化していた車椅子（６台）更新と
車椅子までは必要としないものの、歩行の
支えが必要な方のためにシルバーカー（３
台）を導入しました。

１階中央エレベーター側トイレの和式トイレを全て洋
式化しました（４基）。また、導入済みのモノとはサ
イズを変えたシルバーカーを１台、新たに導入しまし
た。

○
利用者のニーズに対して迅速に応えることが
出来ました。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策３：福祉のまちづくりの推進

区分 Ｈ２9事業計画

継続
広報紙を通じて、障害と障害のある人への
理解についての知識普及に努めます。

継続

「草津市バリアフリー基本構想」
に基づくまちづくりの推進

「草津市バリアフリー基本構想」の重点整
備地区内での事業整備の進捗管理を行いま
す。

継続
草津駅周辺の歩道について、歩道改良工事
を行います。
・延長L＝４４０ｍ

継続

官公署・道路・公園・福祉施設の
バリアフリー化

草津駅周辺の歩道について、歩道改良工事
を行います。
・延長L＝４４０ｍ

継続
「草津市バリアフリー基本構想」の重点整
備地区
内での事業整備の進捗管理を行います。

継続
○児童公園等再整備事業
市内児童公園等３箇所の再整備を行い、バ
リアフリー化を進めます。

継続
引き続き利用者にニーズをもとに安全で快
適な庁舎管理を行っていきます。
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教育総務課

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、
老朽化したトイレの改修を行いました。ま
た、翌年度のトイレ改修にかかる実施設計
を実施しました。
・笠縫小学校体育館大規模改造他工事（ト
イレ改修含む）
・新堂中学校大規模改造２期工事（トイレ
改修含む）
・笠縫小学校屋外トイレ改築工事
・老上小学校トイレ改修工事実施設計業務
・松原中学校大規模改造工事実施設計業務
（トイレ改修含む）

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、老朽化した
トイレの改修を行いました。また、翌年度のトイレ改
修にかかる実施設計を実施しました。
・老上小学校トイレ改修工事
・松原中学校大規模改造工事（トイレ改修含む）
・松原中武道館他大規模改造工事実施設計業務（トイ
レ改修含む）
・草津中トイレ改修工事実施設計業務
・常盤小学校体育館大規模改造工事実施設計業務（ト
イレ改修含む）

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

幼児課

・認定こども園化に伴う実施設計（志津幼
稚園）の中でバリアフリー化に伴う検討を
行いました。
・特別支援コーディネーターを中心に関係
機関との連携を密にし、インクルーシブ教
育の充実を図りました。

・実施した認定こども園化に係る整備工事（志津幼稚
園）の中で、対応可能なバリアフリー化（多目的トイ
レ設置）を行いました。
・認定こども園化に伴う実施設計（玉川幼稚園、山田
幼稚園）の中でバリアフリー化に伴う検討を行いまし
た。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

生涯学習課
文化ホールの利用者が安全で快適に施設を
利用できるよう、必要な修繕を行うととも
に適切な維持管理に努めました。

文化ホールの利用者が安全で快適に施設を利用できる
よう、必要な修繕を行うとともに適切な維持管理に努
めました。

○
文化ホールの適切な維持管理に努め、次年度
以降に向けた施設の修繕計画の検討を行うこ
とができました。

スポーツ保健課

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めました。
・社会体育施設利用件数　  14,757件
・社会体育施設利用者数　348,520人

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけるよう、施
設に必要な修繕・改修を行い適正な管理運営に努めま
した。
・社会体育施設利用件数　  16,020件
・社会体育施設利用者数　400,298人

○

誰もが快適に社会体育施設を利用いただける
よう、施設に必要な修繕・改修を行い適正な
管理運営に努めた結果、利用者の増加につな
げることができました。

　②住宅・住宅まわりのバリアフリー化 ※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

住宅改修に係る相談助言 障害福祉課

障害の状況に応じた住宅のバリアフリー化
の支援として、日常生活用具給付事業や住
宅改修に係る相談助言を窓口で行いまし
た。

障害の状況に応じた住宅のバリアフリー化の支援とし
て、日常生活用具給付事業や住宅改修に係る相談助言
を窓口で行いました。

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

住宅改造費助成 障害福祉課

在宅重度心身障害者等の日常生活の便宜を
図るため、その障害者等の住居を改造する
経費を一部補助しました。
・助成人数　１人

在宅重度心身障害者等の日常生活の便宜を図るため、
その障害者等の住居を改造する経費を一部補助しまし
た。
・助成人数　２人

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

継続
障害の状況に応じた住宅のバリアフリー化
の支援として、日常生活用具給付事業や住
宅改修に係る相談助言を窓口で行います。

継続
在宅重度心身障害者等の日常生活の便宜を
図るため、その障害者等の住居を改造する
経費の一部補助を行います。

継続

保育・教育施設等のバリアフリー
化

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、
老朽化したトイレの改修を行います。ま
た、翌年度のトイレ改修にかかる実施設計
を実施します。
・老上小学校トイレ改修工事
・松原中学校大規模改造工事（トイレ改修
含む）
・松原中武道館他大規模改造工事実施設計
業務（トイレ改修含む）
・草津中トイレ改修工事実施設計業務
・常盤小学校体育館大規模改造工事実施設
計業務（トイレ改修含む）

継続

・認定こども園化に伴う改修等を行う場合
に、可能な限りバリアフリー化や移動等の
検討を行います。
・特別支援コーディネーターを中心に関係
機関との連携を密にし、インクルーシブ教
育の充実を図ります。

継続

文化・スポーツ施設のバリアフ
リー化

利用者のニーズの把握に努め、施設の改修
計画の検討を行います。

継続

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めます。
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建替時等における市営住宅のバリ
アフリー化

住宅課

○陽ノ丘団地建替え事業
新陽ノ丘団地の障害者向け住戸３戸につい
て、新たな入居者の公募を行い、その３戸
について入居決定を行いました。
また、旧陽ノ丘団地について、解体撤去工
事を行いました。
平成２８年度実績額
・解体工事　162,251千円

草津市市営住宅長寿命化計画の改定を行い、住宅に困
窮されている障害をお持ちの方等に対する安価な公営
住宅の供給について検討し、各市営住宅のバリアフ
リー化を前提とした建替事業や改善事業の実施方針を
設定しました。

○
バリアフリー化住戸の確保に向けた各市営住
宅のバリアフリー化を前提とした将来的な建
替え等の実施方針を設定できました。

公営住宅の特定目的入居制度の活
用検討

住宅課

○特定目的住戸入居者募集
新陽ノ丘団地の車イス対応住戸について、
新たな入居者の募集を行い、入居決定を行
いました。
・入居決定住戸　３戸

〇特定目的住戸入居者募集
特定目的住戸に空きが出なかったため、募集はできま
せんでした。

△
特定目的住戸に空き部屋が出ず、募集ができ
ませんでした。

　③コミュニケーション支援事業の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

手話通訳者、要約筆記者の派遣 障害福祉課

手話通訳者および要約筆記者等を派遣し、
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図りました。
・利用件数　511件

手話通訳者および要約筆記者等を派遣し、聴覚障害者
のコミュニケーションの確保を図りました。
・利用件数　528件

○
計画通り、事業を実施することができまし
た。

手話通訳者の配置の充実 障害福祉課
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図るため、市の窓口に手話通訳者1人を設置
しました。

聴覚障害者のコミュニケーションの確保を図るため、
市の窓口に手話通訳者1人を設置しました。

△

募集をしましたが応募がなく、２人を設置す
ることはできませんでしたが、手話通訳者に
よる手話のほか筆談などにより、コミュニ
ケーションの確保を図りました。

手話奉仕員養成講座、レベルアッ
プ学習会の実施

障害福祉課

聴覚障害者との交流活動の促進、日常生活
程度の技術を習得した手話奉仕員を養成す
るため、手話奉仕員養成講座（前期）を開
催しました。
・受講者数（修了者数）　 30人（0人）

聴覚障害者との交流活動の促進、日常生活程度の技術
を習得した手話奉仕員を養成するため、手話奉仕員養
成講座（後期）を開催しました。また、レベルアップ
を目的とした学習会を市独自で実施し、通訳者養成に
努めました。
手話奉仕員養成講座
・受講者数（修了者数）　26人（19人）
ステップアップ講座
・受講者数　18人

○

手話奉仕員養成講座の修了者数は計画値を下
回りましたが、ステップアップ講座の実施に
より、手話通訳ができる者を多く養成するこ
とができました。

　④障害のある人の外出・移動の確保 ※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

行動援護、同行援護サービスの提
供

障害福祉課

行動障害や視覚障害のある人の外出を促進
するため、ヘルパーによる外出支援を行い
ました。
・利用者数　行動援護30人、同行援護24
人

行動障害や視覚障害のある人の外出を促進するため、
ヘルパーによる外出支援を行いました。
・利用者数　行動援護33人、同行援護23人

○
障害者や事業所の増加に伴い利用者数が増加
しており、障害者のニーズに対して必要な外
出・移動の支援を行うことができました。

移動支援事業の充実（再掲） 障害福祉課

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行いました。
・実利用者数　201人
・延べ利用時間　17,579時間

屋外での移動に困難がある障害者等の地域での自立し
た生活および社会参加を促進するため、障害者等が外
出するときの移動支援を行いました。
・実利用者数　208人
・延べ利用時間　18,760時間

○
実利用者数、延べ利用時間ともに増加してお
り、利用者のニーズに合ったサービス提供を
行いました。

継続

H２９年度における建替え予定はありません
が、草津市市営住宅長寿命化計画の策定時
において、住宅に困窮されている障害をお
持ちの方等に対する良好で安価な公営住宅
の供給について検討していきます。

継続

聴覚障害者との交流活動の促進、日常生活
程度の技術を習得した手話奉仕員を養成す
るための講座を開催します。また、レベル
アップを目的とした学習会を市独自で実施
し、通訳者養成に努めます。
・受講者数（修了見込者数）　30人（30
人）

継続

行動障害や視覚障害のある人の外出を促進
するため、ヘルパーによる外出支援を行い
ます。
・利用者数　行動援護27人、同行援護19
人

継続

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行います。
・実利用者数　294人
・延べ利用時間　14,708時間

継続
○特定目的住戸入居者募集
特定目的住戸に空きが出た場合、修繕を行
い、入居者を募集します。

継続

手話通訳者および要約筆記者等を派遣し、
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図ります。
・利用件数　500件

継続
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図るため、市の窓口に手話通訳者2人を設置
します。
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公共交通機関の利便性向上 交通政策課

地域との話し合いにより、まめバスの一部
路線改編を行いましたとともに、関係市町
やバス事業者の協力連携のもと、「草津・
栗東・守山くるっとバス」として広域的な
コミュニティバスの運行を開始しました。
・利用者数　108,689人／年

地域の特性に応じた公共交通ネットワークの再編を推
進するため、地域公共交通網形成計画の策定に取り組
みました。

○
草津市立地適正化計画および草津市版地域再
生計画と連携した計画の策定に取り組みまし
た。

自動車燃料費、福祉タクシー運賃
等助成事業の実施

障害福祉課

重度心身障害（児）者およびねたきり高齢
者等が生活行動範囲を拡大することを目的
とした自動車燃料費や福祉タクシー運賃等
の助成を行うことにより、障害者等の積極
的な社会参加促進を図りました。

重度心身障害（児）者およびねたきり高齢者等が生活
行動範囲を拡大することを目的とした自動車燃料費や
福祉タクシー運賃等の助成を行うことにより、障害者
等の積極的な社会参加促進を図りました。

○
自動車燃料費や福祉タクシー運賃等の助成を
行うことにより、障害者等の積極的な社会参
加促進を図りました。

福祉有償運送事業の促進 交通政策課
既登録団体からの継続更新申請に基づき協
議会を開催しました。
更新登録団体　2団体

登録団体からの継続更新申請に基づき協議会を開催し
ました。
更新登録団体  1団体

○
更新内容について、特に問題なく合意された
ため。

社会福祉協議会のボランティア送
迎の促進

社会福祉協議会

家庭の事情や経済・身体状況などにより病
院などの送迎が必要な方に対して福祉車輌
を貸出すことで、安心・安定した生活が送
れるようにボランティア登録していただい
ている送迎ボランティアに依頼し送迎を支
援しました。
・送迎ボランティア数　9人
・送迎対応件数　269回

家庭の事情や経済・身体状況などにより病院などの送
迎が必要な方に対して福祉車輌を貸出すことで、安
心・安定した生活が送れるようにボランティア登録し
ていただいている送迎ボランティアに依頼し送迎を支
援しました。

・送迎ボランティア数　11人
・送迎対応件数　218回

○

家庭の事情や経済・身体状況などにより病院
などの送迎が必要な方に福祉車両を貸出し、
送迎ボランティアの協力を得ながら支援する
ことができました。

自動車改造費補助等の実施 障害福祉課

○自動車改造費補助金（本人運転）
重度身体障害者が就労等のために自動車を
所有する場合に、その自動車の改造に要す
る経費に対して自動車改造費補助を行いま
した。
・補助件数　３件
　
○らくらくケアカー改造費補助金（介護者
運転）
重度身体障害者の外出を容易にするため、
自動車の改造を行う必要がある場合に、ら
くらくケアカー改造費補助を行いました。
・補助件数　２件

○自動車改造費補助金（本人運転）
重度身体障害者が就労等のために自動車を所有する場
合に、その自動車の改造に要する経費に対して自動車
改造費補助を行いました。
・補助件数　２件

○らくらくケアカー改造費補助金（介護者運転）
重度身体障害者の外出を容易にするため、自動車の改
造を行う必要がある場合に、らくらくケアカー改造費
補助を行いました。
・補助件数　６件

〇

自動車改造費補助金（本人運転）およびらく
らくケアカー改造費補助金（介護者運転）に
関して、利用者のニーズに合ったサービス提
供を行うことができました。

継続

家庭の事情や経済・身体状況などにより病
院などの送迎が必要な方に対して福祉車輌
を貸出すことで、安心・安定した生活が送
れるようにボランティア登録していただい
ている送迎ボランティアに依頼し送迎を支
援していきます。
また、ボランティアの高齢化や様々な送迎
依頼に応えられるよう、定期的に活動して
いただけるボランティアの増員を図るた
め、周知啓発を行います。

継続

○自動車改造費補助金（本人運転）
重度身体障害者が就労等のために自動車を
所有する場合に、その自動車の改造に要す
る経費に対して自動車改造費補助を行いま
す。

○らくらくケアカー改造費補助金（介護者
運転）
重度身体障害者の外出を容易にするため、
自動車の改造を行う必要がある場合に、ら
くらくケアカー改造費補助を行います。

継続
地域の特性に応じた公共交通ネットワーク
の再編を推進するため、地域公共交通網形
成計画を策定します。

継続

重度心身障害（児）者およびねたきり高齢
者等が生活行動範囲を拡大することを目的
とした自動車燃料費や福祉タクシー運賃等
の助成を行うことにより、障害者等の積極
的な社会参加促進を図ります。

継続
既登録団体からの継続更新申請に基づき協
議会を開催します。
更新登録団体　１団体

34


